
多
元
文
化
　
第
十
二
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）
抜
刷

早
稲
田
大
学
多
元
文
化
学
会
二
〇
二
二
年
度
春
期
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
特
集

　
　
「
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
遠
忌
記
念　

聖
徳
太
子
の
実
像
と
伝
承
」

前
　
言 

吉
原
　
浩
人

文
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金
石
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び
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子
の
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間
像

 

石
井
　
公
成

聖
徳
太
子
と
達
磨
の
再
誕
邂
逅
伝
承
再
考

│
│ 

光
定
『
伝
述
一
心
戒
文
』
が
創
り
だ
す
仏
教
神
話 

│
│

 

阿
部
　
泰
郎

磯
長
聖
徳
太
子
廟
と
「
廟
崛
偈
」
を
め
ぐ
る
言
説

 

吉
原
　
浩
人



春
期
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
特
集
「
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
遠
忌
記
念　

聖
徳
太
子
の
実
像
と
伝
承
」

五

◆
春
期
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
特
集

　
　「
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
遠
忌
記
念
　
聖
徳
太
子
の
実
像
と
伝
承
」◆

前
　
言

　

二
〇
二
二
年
七
月
九
日
（
土
）、
早
稲
田
大
学
多
元
文
化
学
会
二
〇
二
二
年
度
春
期
大
会
は
、
早
稲
田
大
学
文
化
構
想
学
部
多
元
文
化
論
系

主
催
、
早
稲
田
大
学
総
合
人
文
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
部
門
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
に
お
け
る
多
元
文
化
学
の
構
築
」・
早
稲
田
大
学
総
合

研
究
機
構
日
本
宗
教
文
化
研
究
所
と
の
共
催
で
、
早
稲
田
大
学
二
六
号
館
（
大
隈
タ
ワ
ー
）
地
下
多
目
的
教
室
に
お
い
て
開
催
し
た
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
遠
忌
記
念　

聖
徳
太
子
の
実
像
と
伝
承
」
と
題
す
る
も
の
で
、
司
会
は
河
野
貴
美
子

本
学
教
授
が
担
当
し
、
講
師
と
し
て
石
井
公
成
駒
澤
大
学
名
誉
教
授
・
阿
部
泰
郎
龍
谷
大
学
教
授
と
吉
原
浩
人
が
担
当
し
た
。
阿
部
教
授
は
早

稲
田
大
学
日
本
宗
教
文
化
研
究
所
の
招
聘
研
究
員
、
河
野
教
授
と
吉
原
は
同
研
究
員
を
兼
任
し
て
い
る
。

　

二
〇
二
二
年
は
、
聖
徳
太
子
薨
後
一
四
〇
〇
年
に
あ
た
り
、
そ
の
前
々
年
あ
た
り
か
ら
法
隆
寺
・
四
天
王
寺
・
叡
福
寺
な
ど
太
子
関
係
諸
寺

院
で
大
法
要
が
行
わ
れ
、
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
・
中
之
島
香
雪
美
術
館
・
奈
良
国
立
博
物
館
・
東
京
国
立
博
物
館
・
大
阪
市
立
美
術
館
・
サ

ン
ト
リ
ー
美
術
館
な
ど
で
、
大
規
模
な
聖
徳
太
子
展
が
開
催
さ
れ
た
。
本
学
会
で
も
、
こ
の
機
会
に
最
新
の
聖
徳
太
子
研
究
の
成
果
を
、
学
部

学
生
や
大
学
院
生
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
も
公
開
し
た
い
と
考
え
た
。
一
九
九
九
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
、
大
山
誠
一
『〈
聖
徳
太
子
〉
の
誕

生
』（
吉
川
弘
文
館
）
以
来
、
太
子
の
非
実
在
説
が
広
ま
り
、
教
科
書
ま
で
も
書
き
換
え
ら
れ
る
事
態
と
な
っ
た
が
、
石
井
名
誉
教
授
は
太
子

実
在
説
の
最
先
鋒
の
論
者
と
し
て
著
名
で
あ
り
、『
聖
徳
太
子　

実
像
と
伝
説
の
間
』（
春
秋
社
）
な
ど
の
論
著
が
あ
る
。
ま
た
ブ
ロ
グ
「
聖
徳

太
子
研
究
の
最
前
線
」
は
、
聖
徳
太
子
研
究
の
過
去
や
現
在
に
つ
い
て
詳
細
に
評
し
て
お
り
、
必
ず
参
照
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
阿
部
教
授

は
、
聖
徳
太
子
伝
・
聖
徳
太
子
信
仰
研
究
の
第
一
人
者
で
、『
中
世
日
本
の
宗
教
テ
ク
ス
ト
体
系
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
）
な
ど
が
あ
り
、
吉
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六

原
と
の
共
編
著
『
南
岳
衡
山
と
聖
徳
太
子
信
仰
』（
勉
誠
出
版
）
も
あ
る
。

　

本
学
会
は
、
こ
の
よ
う
な
先
端
的
な
研
究
内
容
を
広
く
一
般
に
も
公
開
す
る
た
め
、
大
隈
タ
ワ
ー
の
階
段
教
室
で
行
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

オ
ン
ラ
イ
ン
で
中
継
し
た
と
こ
ろ
、
百
二
名
と
い
う
本
学
会
創
設
以
来
の
聴
講
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
当
日
は
、
い
ず
れ
の
講
師
も

パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
用
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
語
っ
た
た
め
、
参
加
し
た
学
生
・
教
員
か
ら
、
活
発
な
質
疑
が
行
わ
れ
た
。
本
特
集
は
、
現

在
の
聖
徳
太
子
研
究
の
一
側
面
を
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
日
本
の
釈
尊
と
も
称
さ
れ
た
、
聖
徳
太
子
の
実
像
と
そ
れ
に
対
す
る
信
仰
に

つ
い
て
、
深
く
考
え
る
契
機
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

 

（
文
責
・
吉
原
浩
人
）
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七
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井
　
公
成

は
じ
め
に
─
早
稲
田
大
学
の
聖
徳
太
子
研
究
─

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、「
聖
徳
太
子
の
実
像
と
伝
承
」
が
開
催
さ
れ
た
早
稲
田
大
学
は
、
聖
徳
太
子
の
事
績
を
疑
う
研
究
の
拠
点
だ
っ
た
。

「
神
道
ハ
祭
天
ノ
古
俗
」
事
件
の
た
め
に
帝
国
大
学
教
授
の
職
を
辞
し
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に
大
隈
重
信
の
招
き
に
応
じ
て
早
大

の
前
身
で
あ
る
東
京
専
門
学
校
に
転
じ
た
久
米
邦
武
（
一
八
三
九

－

一
九
三
一
）
は
、
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
に
『
上
宮
太
子
実
録
』

（
井
洌
堂
）
を
著
し
た
。
太
子
を
強
硬
外
交
の
偉
人
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
久
米
は
、
太
子
に
関
す
る
資
料
を
信
頼
度
に
よ
っ
て
等
級
付

け
し
、
荒
唐
無
稽
な
伝
説
を
退
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
的
な
太
子
研
究
の
道
を
開
い
た
の
だ
。
本
書
は
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
当
時

第
一
の
仏
教
出
版
社
で
あ
っ
た
丙
午
出
版
社
か
ら
『
聖
徳
太
子
実
録
』
と
名
を
変
え
て
再
刊
さ
れ
、
以
後
の
太
子
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。

　

そ
の
影
響
の
あ
ら
わ
れ
の
一
つ
が
、
早
稲
田
大
学
教
授
で
あ
っ
た
津
田
左
右
吉
が
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
刊
行
し
た
『
日
本
上
代
史
研

究
』（
岩
波
書
店
）
だ
。
津
田
は
、「
憲
法
十
七
条
」
に
は
大
化
改
新
以
後
で
な
い
と
あ
り
え
な
い
用
語
・
内
容
が
見
ら
れ
る
た
め
、「
律
令
の

制
定
や
国
史
の
編
纂
な
ど
を
企
て
つ
ゝ
あ
つ
た
時
代
の
政
府
の
何
人
か
ゞ
儒
臣
に
命
じ
、
名
を
太
子
に
か
り
て
、
か
ゝ
る
訓
誡
を
作
ら
し
め
」

た
（
一
八
八
頁
）
も
の
と
推
測
し
た
。『
勝
鬘
経
』
講
説
に
つ
い
て
は
、「
多
分
梁
武
帝
な
ど
の
故
事
を
想
ひ
浮
か
べ
て
仏
家
の
造
作
し
た
こ
と

で
あ
ら
う
」（
一
九
六
頁
）
と
述
べ
、
三
経
義
疏
に
つ
い
て
も
疑
っ
た
。『
日
本
上
代
史
研
究
』
に
し
て
も
津
田
自
身
に
し
て
も
、
当
時
は
研
究

者
の
間
で
知
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
の
中
で
「
日
本
精
神
」
な
る
も
の
が
強
調
さ
れ
、
東
洋
文
化
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八

の
精
華
を
保
つ
日
本
が
東
洋
諸
国
の
盟
主
と
し
て
西
洋
と
対
決
す
る
の
だ
と
い
っ
た
主
張
が
目
に
あ
ま
る
よ
う
に
な
る
と
、
津
田
は
そ
う
し
た

風
潮
を
批
判
し
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
は
文
化
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、「
西
洋
文
化
」
に
対
立
す
る
「
東
洋
文
化
」
な
ど
を
想
定
す

る
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
現
在
の
日
本
の
生
活
の
基
調
は
西
洋
近
代
文
明
だ
、
と
い
っ
た
指
摘
を
し
た
た
め
、
次
第
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
も
に
反
発
も
招
く
に
至
っ
た
。

　

特
に
、
国
体
教
育
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
文
部
省
が
日
本
や
東
洋
の
特
質
を
説
く
講
義
を
置
く
よ
う
諸
大
学
に
命
じ
、
そ
れ
に
応
じ
て
東
京
帝

国
大
学
法
学
部
が
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
「
東
洋
政
治
思
想
史
」
の
講
座
を
設
置
し
た
際
、
リ
ベ
ラ
ル
派
で
あ
っ
た
法
学
部
長
の
矢
内

原
忠
雄
が
津
田
に
出
講
を
懇
請
し
、
津
田
が
そ
の
講
義
を
お
こ
な
う
と
、
反
発
は
さ
ら
に
高
ま
っ
た
。
聖
徳
太
子
信
奉
者
で
あ
っ
て
日
本
主
義

的
な
主
張
を
展
開
し
て
い
た
同
法
学
部
の
小
野
清
一
郎
は
、
同
年
の
『
中
央
公
論
』
十
一
月
号
に
「
東
洋
は
存
在
し
な
い
か
」
を
寄
稿
し
、
津

田
説
は
「
日
本
固
有
の
文
化
を
抛
棄
し
、
西
洋
文
化
を
絶
対
視
す
る
点
に
お
い
て
、
実
は
甚
だ
し
き
非
民
族
的
思
想
を
醸
成
す
る
も
の
と
い
ふ

べ
き
」
だ
と
非
難
し
た
。
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
た
熱
烈
な
聖
徳
太
子
信
奉
の
超
国
家
主
義
団
体
、
原
理
日
本
社
の
中
心
で
あ
っ
た
蓑
田
胸
喜
は
、

津
田
の
説
を
「
大
逆
思
想
」
と
呼
び
、「
悪
魔
的
虚
無
主
義
の
無
比
凶
逆
思
想
家
」
と
ま
で
罵
倒
し
て
激
し
く
攻
撃
し
、
不
敬
罪
で
告
発
す
る

に
至
っ
た（
１
）。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
古
代
の
天
皇
の
こ
と
を
民
衆
を
搾
取
す
る
専
制
君
主
と
し
て
批
判
し
た
の
に
対
し
、
津
田
は
記
紀
が
説
く

早
い
時
期
の
天
皇
の
記
述
そ
の
も
の
を
編
者
の
創
作
と
み
な
し
、
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
も
そ
の
主
要
な
事
績
を
疑
っ
た
た
め
、
超
国
家
主
義
者

か
ら
す
れ
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
以
上
に
悪
質
な
伝
統
否
定
に
見
え
た
の
だ
。

　

こ
の
結
果
、
津
田
は
大
学
を
辞
職
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
が
、
戦
中
も
戦
後
も
主
張
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
津
田
は
若
い

頃
は
日
本
の
教
団
仏
教
の
堕
落
し
た
あ
り
方
を
嫌
い
、
日
記
で
は
寺
々
を
爆
破
し
た
い
な
ど
と
書
い
て
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
に
、
早
稲
田
大

学
を
退
い
た
津
田
の
後
継
と
な
っ
た
の
は
、
天
台
宗
の
学
僧
で
あ
っ
て
宗
門
で
も
学
界
で
も
早
稲
田
大
学
で
も
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
福
井
康

順
だ
っ
た（
２
）。
福
井
は
戦
後
に
な
っ
て
、「
三
経
義
疏
の
成
立
を
疑
う
」（
一
九
五
六
年
三
月
）、「
上
宮
御
製
維
摩
経
義
疏
の
成
立
年
代
」（
一
九

五
八
年
三
月
）
を
著
し
、『
維
摩
経
』
に
つ
い
て
は
太
子
が
講
経
し
た
り
注
釈
を
撰
述
し
た
り
し
た
と
す
る
古
代
の
記
録
が
見
え
な
い
う
え
、

太
子
よ
り
年
下
で
あ
る
唐
の
杜
正
倫
の
文
を
引
用
し
て
い
る
な
ど
の
理
由
で
『
維
摩
経
義
疏
』
を
疑
い
、
朝
鮮
に
お
い
て
僧
肇
系
の
学
匠
に

よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た（
３
）。
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九

　

こ
の
よ
う
に
早
稲
田
は
懐
疑
派
の
拠
点
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
東
京
大
学
は
太
子
信
奉
の
立
場
に
立
つ
研
究
セ
ン
タ
ー
だ
っ
た
。
明
治
か
ら

大
正
時
代
に
か
け
て
聖
徳
太
子
顕
彰
を
推
進
し
た
立
役
者
の
一
人
は
、
国
史
学
の
黒
板
勝
美
で
あ
っ
て
、
そ
の
弟
子
の
坂
本
太
郎
は
津
田
説
を

批
判
し
、
太
子
を
古
代
史
の
柱
と
す
る
研
究
を
お
こ
な
っ
た
。
印
度
学
仏
教
学
で
は
、
高
楠
順
次
郎
が
早
く
か
ら
の
熱
心
な
太
子
信
奉
者
で
あ

り
、
高
楠
が
編
集
し
た
世
界
聖
典
全
集
の
仏
教
の
部
は
三
経
義
疏
の
み
で
あ
っ
て
、
自
ら
そ
の
訳
の
一
部
を
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
、
花
山
信

勝
は
精
密
な
『
法
華
義
疏
』
研
究
を
お
こ
な
っ
て
太
子
撰
述
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
以
後
も
、
三
経
義
疏
研
究
に
打
ち
込
ん
で
太
子
顕
彰
に

努
め
た
。
中
村
元
も
太
子
を
高
く
評
価
し
、
太
子
関
連
の
諸
著
作
を
著
し
て
い
る
。
宗
教
学
講
座
を
開
設
し
た
姉
崎
正
治
も
、
熱
心
な
太
子
鑚

仰
者
で
あ
っ
て
、
昭
和
天
皇
に
「
憲
法
十
七
条
」
の
諸
国
語
訳
に
つ
い
て
ご
進
講
し
た
際
は
、
資
料
と
し
て
『
法
華
義
疏
』
の
コ
ピ
ー
の
文
字

を
切
り
貼
り
し
た
「
憲
法
十
七
条
」
を
作
成
し
た
ほ
ど
だ
っ
た
。
上
で
触
れ
た
法
学
部
の
小
野
清
一
郎
は
、
若
く
し
て
真
宗
教
義
に
親
し
ん
だ

こ
と
も
あ
っ
て
聖
徳
太
子
を
敬
慕
し
て
お
り
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
は
花
山
信
勝
と
の
共
編
で
聖
徳
太
子
を
柱
と
し
た
国
家
主
義
的

な
論
文
集
、『
日
本
仏
教
の
歴
史
と
理
念
』（
明
治
書
院
）
を
編
集
し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
伝
統
を
持
つ
東
京
大
学
の
印
度
学
哲
学
科
を
卒
業
し
、
後
に
教
授
と
な
っ
た
平
川
彰
は
、
花
山
や
中
村
の
よ
う
な
熱
心
な
太
子

信
奉
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
に
『
聖
徳
太
子
研
究
』
第
四
号
に
「
勝
鬘
経
義
疏
の
注
釈
に
お
け
る
太
子
の
態

度
」（
一
九
六
八
年
）
を
発
表
し
、
太
子
の
「
求
道
者
」
的
な
解
釈
を
評
価
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
藤
枝
晃

が
ひ
き
い
る
敦
煌
研
究
班
が
『
勝
鬘
経
』
の
諸
注
釈
を
調
査
す
る
中
で
、
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
に
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
特
色
あ
る

解
釈
と
さ
れ
る
も
の
も
含
め
、
全
体
の
七
割
ほ
ど
ま
で
が
一
致
す
る
写
本
、
奈
93
を
発
見
し
、
こ
れ
を
『
勝
鬘
経
義
疏
』
が
「
本
義
」
と
呼

ぶ
種
本
だ
と
発
表
す
る
と
、
早
速
両
文
献
を
比
較
検
討
し
、
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
の
「
勝
鬘
経
義
疏
と
奈
93
と
の
関
係
に
つ
い
て
」

（
聖
徳
太
子
研
究
会
編
『
聖
徳
太
子
論
集
』、
平
楽
寺
書
店
）
で
反
論
し
た
。『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
特
色
あ
る
思
想
的
解
釈
が
奈
93
に
は
見
ら
れ

な
い
な
ど
、
違
い
が
大
き
い
た
め
、
奈
93
は
「
本
義
」
と
は
み
な
せ
な
い
こ
と
を
論
じ
た
の
だ
。
以
後
も
「
勝
鬘
経
義
疏
に
あ
ら
わ
れ
た
聖
徳

太
子
の
思
想
」（『
四
天
王
寺
』
三
七
四
号
、
一
九
七
一
年
十
二
月
）、「
聖
徳
太
子
と
仏
教
文
化
」（『
大
法
輪
』
一
九
七
六
年
二
月
号
）
な
ど
で

太
子
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。

　

こ
の
平
川
が
昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）
に
東
大
を
定
年
退
職
し
て
早
稲
田
の
教
授
に
転
じ
、
大
学
院
で
『
勝
鬘
経
義
疏
』
を
講
義
し
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一
〇

た
。
そ
の
授
業
の
レ
ポ
ー
ト
を
高
く
評
価
さ
れ
た
大
島
啓
禎
は
、
翌
年
、
平
川
が
創
刊
し
た
『
仏
教
学
』
の
第
六
号
に
「
上
宮
撰
「
維
摩
経
義

疏
」
の
一
考
察
」
を
掲
載
し
、『
維
摩
経
義
疏
』
に
は
北
朝
仏
教
の
影
響
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
平
川
を
指
導
教
授
と
し
て
い

た
筆
者
は
、
博
士
課
程
に
在
学
し
て
い
た
際
、
平
川
か
ら
聖
徳
太
子
奉
讃
会
の
研
究
生
と
な
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
。
太
子
讃
歎
の
立
場
で
な

く
、
学
術
的
な
内
容
の
報
告
論
文
を
書
け
ば
良
い
の
だ
と
言
わ
れ
た
た
め
、
筆
者
は
そ
の
推
薦
に
よ
っ
て
研
究
生
と
な
り
、
奈
良
朝
に
お
け
る

三
経
義
疏
の
引
用
の
仕
方
を
研
究
し
た
。

　

筆
者
は
幅
広
い
分
野
を
研
究
し
て
い
た
津
田
左
右
吉
を
尊
敬
し
て
い
た
が
、
津
田
が
通
説
を
大
胆
に
疑
っ
た
の
に
反
し
、
東
洋
哲
学
科
の
教

員
や
先
輩
た
ち
が
「
津
田
先
生
、
津
田
先
生
」
と
持
ち
上
げ
る
ば
か
り
で
津
田
説
を
批
判
し
な
い
こ
と
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
。
津
田
の
学
問

が
画
期
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
以
上
、
津
田
を
手
本
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
批
判
的
な
学
問
姿
勢
を
こ
そ
学
ぶ
べ
き
で
あ

り
、
津
田
の
個
々
の
説
に
つ
い
て
は
是
々
非
々
の
立
場
で
検
討
し
て
遠
慮
無
く
批
判
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
た
の
だ
。
実
際
、『
源
氏
物
語
』

を
愛
好
し
、『
紫
式
部
日
記
』
に
つ
い
て
素
人
な
り
に
論
文
を
書
い
て
い
た
筆
者
の
目
か
ら
す
る
と
、
津
田
の
国
文
学
観
は
賛
成
で
き
な
い
こ

と
ば
か
り
だ
っ
た
う
え
、
聖
徳
太
子
に
関
す
る
津
田
の
説
に
は
強
引
な
決
め
つ
け
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
を
院
生
仲
間
に

語
っ
て
い
た
う
え
、
早
稲
田
大
学
の
非
常
勤
講
師
で
あ
っ
た
時
期
に
は
「「
憲
法
十
七
条
」
が
想
定
し
て
い
る
争
乱
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

第
四
十
一
巻
第
一
号
、
一
九
九
一
年
十
二
月
）
な
ど
、「
憲
法
十
七
条
」
太
子
撰
述
説
に
立
つ
論
文
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

筆
者
は
中
国
・
朝
鮮
仏
教
の
研
究
を
主
と
し
て
い
た
た
め
、
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
は
、「
上
代
日
本
仏
教
に
お
け
る
誓
願
に
つ
い
て
│
造
寺

造
像
伝
承
再
考
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
十
巻
第
二
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）
な
ど
、
関
連
す
る
問
題
を
扱
っ
た
論
文
で
触
れ
る
程
度

で
あ
っ
て
、
駒
澤
短
期
大
学
に
就
職
し
て
か
ら
は
（
後
に
駒
澤
大
学
に
移
籍
）、
む
し
ろ
津
田
左
右
吉
を
攻
撃
し
た
原
理
日
本
社
な
ど
を
調
査

し
、
聖
徳
太
子
を
信
奉
し
た
超
国
家
主
義
者
た
ち
に
関
す
る
批
判
的
な
論
文
を
書
い
て
い
た
。
し
か
し
、
大
山
誠
一
の
粗
雑
な
「〈
聖
徳
太
子
〉

は
い
な
か
っ
た
」
説
が
広
ま
り
、
多
く
の
反
論
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
山
が
「
私
の
説
に
は
学
問
的
反
論
が
な
い
」
な
ど
と
豪
語

し
続
け
た
た
め
、
虚
構
説
批
判
を
始
め
て
太
子
研
究
を
深
め
、「
憲
法
十
七
条
」
や
三
経
義
疏
は
太
子
撰
述
と
見
て
良
い
こ
と
を
論
証
す
る
に

至
っ
た（

４
）。
た
だ
、
津
田
は
、『
日
本
上
代
史
研
究
』
な
ど
を
補
訂
し
て
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
出
し
た
『
日
本
古
典
の
研
究
（
下
）』

（
岩
波
書
店
）
で
は
、
三
経
義
疏
に
つ
い
て
は
「
多
分
、
斉
の
竟
陵
王
や
梁
の
武
帝
な
ど
の
故
事
を
想
ひ
浮
か
べ
て
仏
家
の
造
作
し
た
こ
と
で
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文
献
と
金
石
資
料
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
聖
徳
太
子
の
人
間
像

一
一

あ
ら
う
」（
一
三
四
頁
）
と
述
べ
、「
竟
陵
王
」
と
い
う
部
分
を
加
え
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
学
界
で
は
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
実
は
「
仏
家
の
造
作
」
で
は
な
く
、
太
子
は
実
際
に
竟
陵
王
と
そ
の
周
辺
の
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
筆
者
は
明
ら
か
に
し
た

の
だ
が
、
津
田
の
こ
の
補
訂
は
、
博
学
な
津
田
な
ら
で
は
の
炯
眼
に
基
づ
く
も
の
、
ま
た
『
上
代
史
研
究
』
以
後
も
こ
の
面
の
研
究
を
続
け
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
筆
者
は
津
田
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
新
た
に
し
た（
５
）。

　

早
稲
田
で
は
、
日
本
史
学
の
分
野
か
ら
は
『
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）
を
著
し
た
新
川
登
亀
男

が
、『
聖
徳
太
子
の
歴
史
学
│
記
憶
と
想
像
の
一
四
〇
〇
年
│
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）
の
よ
う
な
有
益
な
概
説
書
を
出
し
て
い
る
。
東
洋

哲
学
出
身
で
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
主
催
し
た
吉
原
浩
人
が
、
善
光
寺
如
来
と
聖
徳
太
子
が
手
紙
を
や
り
と
り
し
た
と
す
る
伝
承
な
ど
に

つ
い
て
、
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

　

以
下
で
は
、
聖
徳
太
子
に
関
す
る
初
期
の
資
料
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
人
間
像
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
「
聖
徳

太
子
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
。
こ
の
呼
称
は
、
歴
代
天
皇
の
漢
字
諡
号
を
定
め
た
淡
海
三
船
が
初
め
て
用
い
た
か
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た

も
の
を
三
船
が
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
論
じ
た（
６
）。

一　
『
日
本
書
紀
』
の
呼
称
か
ら
浮
か
ぶ
太
子
の
人
間
像

　

聖
徳
太
子
に
つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
は
基
本
と
な
る
呼
称
と
し
て
「
厩
戸
皇
子
」
を
用
い
て
い
る
が
、「
皇
子
」
は
む
ろ
ん
律
令
制
に
よ
る

呼
称
だ
。
小
倉
豊
文
が
生
前
の
名
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
名
と
し
て
「
厩
戸
王
」
を
想
定
し
、
そ
れ
を
田
村
圓
澄
が
『
聖
徳
太
子
│
斑
鳩
宮

の
争
い
│
』（
中
公
新
書
、
一
九
六
四
年
）
に
お
い
て
説
明
抜
き
で
用
い
た
結
果
、「
厩
戸
王
」
が
実
名
扱
い
さ
れ
て
広
ま
っ
た
の
は
、『
古
事

記
』
が
天
皇
の
子
を
「
〜
王
」
と
称
し
、
ま
た
『
上
宮
法
王
帝
説
』
が
太
子
の
兄
弟
や
子
供
を
「
〜
王
」
と
称
し
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
古
代
・
中
世
の
文
献
に
は
「
厩
戸
王
」
の
名
は
見
え
な
い
う
え
、
法
隆
寺
の
古
い
資
料
も
聖
徳
太
子
の
こ
と
を
「
厩
戸
」
と
呼
ん
で
い
な

い
。
従
来
の
研
究
で
は
法
隆
寺
系
の
文
献
と
さ
れ
て
い
る
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説（
７
）』
は
、
冒
頭
で
「
厩
戸
豊
聡
耳
聖
徳
法
王
」
と
称
し
、
事
績

を
述
べ
た
部
分
の
最
初
で
「
上
宮
厩
戸
豊
聡
耳
命
」
と
記
し
て
い
る
も
の
の
、
太
子
の
事
績
を
述
べ
た
部
分
で
は
、
嶋
大
臣
と
と
も
に
天
下
を
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一
二

輔
政
し
、
三
宝
を
興
隆
し
て
「
起
元
興
・
四
天
王
等
寺
」
と
述
べ
て
い
て
法
隆
寺
に
触
れ
ず
、
七
寺
を
建
て
た
と
述
べ
た
箇
所
で
も
、「
四
天

王
寺
・
法
隆
寺
・
中
宮
寺
・
橘
寺
・
蜂
丘
寺
・
池
尻
寺
・
葛
木
寺
な
り
」
と
し
て
法
隆
寺
を
四
天
王
寺
の
後
に
記
し
て
い
る
た
め
、
法
隆
寺
僧

の
作
と
は
考
え
が
た
い
。
四
天
王
寺
系
の
資
料
が
法
隆
寺
に
入
り
、
金
堂
の
「
釈
迦
三
尊
像
銘
」
な
ど
法
隆
寺
関
連
の
資
料
が
追
加
さ
れ
た
も

の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

太
子
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』
で
は
「
上
宮
之
厩
戸
豊
聡
耳
命
」、
法
隆
寺
金
堂
の
「
釈
迦
三
尊
像
銘
」
で
は
「
上
宮
法
皇
」「
王
」

「
法
皇
」、「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
で
は
「
等
已
刀
彌
彌
乃
彌
己
等
（
と
よ
と
み
み
の
み
こ
と
）」「
我
大
皇
」「
我
大
王
」「
大
王
」
と
な
っ
て
い
る
。

『
古
事
記
』
と
「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
が
一
致
し
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』
で
も
推
古
元
年
条
に
「
厩
戸
豊
聡
耳
皇
子
」「
上
宮
厩
戸
豊
聡
耳
太
子
」、

推
古
二
十
九
年
条
に
「
厩
戸
豊
聡
耳
皇
子
命
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、「
と
よ
と
み
み
」
が
代
表
的
な
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ

う
。

　

た
だ
、
額
田
部
氏
に
養
育
さ
れ
た
推
古
天
皇
が
「
額
田
部
皇
女
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
天
皇
の
子
は
、
養
育
し
た
氏
族
の
名

や
そ
の
本
拠
地
の
名
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
の
が
通
例
だ
が
、「
豊
聡
耳
」
や
「
厩
戸
」
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
氏
族
も
地
名
も
知
ら
れ
て
い

な
い
。「
と
よ
と
み
み
」
と
い
う
の
は
、
生
ま
れ
た
時
に
耳
が
ふ
っ
く
ら
と
し
て
大
き
か
っ
た
た
め
「
聞
き
わ
け
る
能
力
も
す
ぐ
れ
て
い
る
だ

ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
付
け
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
幼
い
頃
か
ら
聞
け
ば
す
ぐ
覚
え
た
た
め
に
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
状

況
、
あ
る
い
は
こ
の
二
つ
が
重
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
通
例
の
名
づ
け
方
で
な
く
、
厩
戸
で
生
ま
れ
た
か
ら

厩
戸
皇
子
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
伝
承
と
同
様
、
伝
説
的
な
名
づ
け
方
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

な
お
、
古
江
亮
仁
は
戦
後
間
も
な
い
頃
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
に
は
「
〜
耳
命
」
と
い
う
名
が
複
数
見
え
る
た
め
、
こ
の
「
み
み
」
は
貴

人
に
対
す
る
尊
称
で
あ
る
と
説
い
た（
８
）。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、「
と
よ
と
」
が
本
来
の
名
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
も
「
と
よ
と
」
と
い
う
氏
族

も
土
地
も
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
厩
戸
」
に
し
て
も
「
と
よ
と
み
み
」
に
し
て
も
、
聖
徳
太
子
の
名
は
異
例
づ
く
め
な
の
だ
。

　
『
日
本
書
紀
』
で
は
、「
厩
戸
皇
子
」
と
い
う
呼
称
を
除
け
ば
、「
厩
戸
」
と
称
す
る
の
は
上
の
三
例
の
み
で
あ
り
、
盛
ん
に
用
い
て
い
る

「
皇
太
子
」
と
い
う
呼
び
方
を
除
け
ば
、
他
の
箇
所
で
は
「
東
宮
聖
徳
」「
豊
耳
聡
聖
徳
」「
豊
聡
耳
法
大
王
」「
法
主
王
」「
上
宮
太
子
」「
上

宮
皇
太
子
」「
上
宮
豊
聡
耳
皇
子
」「
太
子
」「
皇
太
子
豊
聡
耳
尊
」「
先
王
」「
聖
皇
」「
上
宮
」
な
ど
、
多
様
な
呼
称
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ

173



文
献
と
金
石
資
料
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
聖
徳
太
子
の
人
間
像

一
三

は
様
々
な
系
統
の
資
料
か
ら
切
り
貼
り
し
た
た
め
で
あ
っ
て
、
表
記
の
統
一
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
だ
。
厩
戸
誕
生
の
話
は
、

「
厩
戸
」
と
い
う
名
に
基
づ
い
て
由
来
話
と
し
て
後
か
ら
作
ら
れ
た
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
伝
承
が
あ
っ
た
た
め
に
「
厩
戸
」
と
呼
ば
れ
た
に
せ

よ
、『
日
本
書
紀
』
の
聖
徳
太
子
関
連
記
述
で
は
、「
厩
戸
」
と
い
う
点
に
重
点
を
置
か
な
い
複
数
の
資
料
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、『
日
本
書
紀
』
で
は
「
厩
戸
」
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
誕
生
の
話
と
結
び
つ
け
る
の
は
適
切
で
な

い
。
キ
リ
ス
ト
が
生
ま
れ
た
の
は
家
畜
小
屋
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
粗
末
な
馬
小
屋
と
解
釈
し
た
の
は
近
代
の
日
本
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
む

し
ろ
厩
戸
伝
説
が
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
９
）。
ま
た
、
馬
が
貴
重
で
あ
っ
た
古
代
、
そ
れ
も
と
び
き
り
の
良
馬

が
飼
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
宮
中
の
「
馬
官
」
の
建
物
の
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
た
と
な
れ
ば
、「
キ
リ
ス
ト
と
同
様
、
粗
末
な
馬
小
屋
で
生
ま
れ

た
」
な
ど
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
湧
か
な
い
は
ず
だ
。
日
本
古
代
に
あ
っ
て
は
、
良
馬
を
養
う
「
厩
」
は
先
端
の
教
育
施
設
で
も
あ
っ
た
こ
と

は
、
新
川
が
指
摘
し
て
い
る）
10
（

。
し
か
も
、
聖
徳
太
子
の
場
合
は
、
仏
伝
の
誕
生
説
話
を
踏
ま
え
た
う
え
で
宮
中
の
「
馬
官
」
の
「
厩
」
の
と
こ

ろ
で
誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
八
世
紀
初
め
に
『
日
本
書
紀
』
の
厩
戸
で
の
誕
生
の
記
事
を
読
ん
だ
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
エ
ン
ジ
ニ

ア
が
派
遣
さ
れ
、
英
語
教
育
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
宮
廷
用
の
ロ
ー
ル
ス
ロ
イ
ス
の
整
備
工
場
の
前
で
生
ま
れ
た
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
受

け
取
り
、
だ
か
ら
馬
好
き
と
な
り
、
飛
鳥
と
斑
鳩
の
間
を
馬
を
飛
ば
し
て
往
復
し
た
の
だ
、
な
ど
と
考
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。

二　

法
隆
寺
金
堂
「
釈
迦
三
尊
像
銘
」
と
「
天
寿
国
繍
帳
銘
」

　

太
子
を
「
上
宮
法
皇
」
と
呼
ぶ
「
釈
迦
三
尊
像
銘
」
に
つ
い
て
は
、
追
刻
で
な
く
、
光
背
作
成
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
間
近
で
実
見
し

た
東
野
治
之
が
論
じ
て
い
る）

11
（

。『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
で
は
「
法
皇
」
を
「
法
王
」
に
作
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
が

「
我
大
皇
」
と
述
べ
た
直
後
で
「
我
大
王
」
と
記
し
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
っ
て
、
口
頭
で
は
「
大
皇
」
も
「
大
王
」
も
「
お
お
き
み
」
で
あ

り
、「
法
皇
」
も
「
法
王
」
も
「
の
り
の
お
お
き
み
」
で
あ
っ
た
う
え
、
漢
字
表
記
し
て
漢
字
音
で
発
音
す
る
場
合
も
、「
天
皇
」
は
呉
音
で

「
て
ん
わ
う
（
て
ん
の
う
）」
で
あ
る
よ
う
に
、
当
時
は
「
皇
」
も
「
王
」
も
発
音
が
同
じ
で
あ
っ
た
た
た
め
、
違
い
を
あ
ま
り
気
に
掛
け
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
む
ろ
ん
、「
皇
」
の
方
が
漢
字
と
し
て
は
敬
意
が
強
い
が
、
太
子
は
天
皇
の
子
で
あ
っ
て
推
古
天
皇
の
職
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一
四

務
の
一
部
を
代
行
す
る
立
場
で
あ
っ
た
以
上
、
太
子
の
場
合
は
「
王
」
も
「
皇
」
も
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
「
法
王
」
の
訓
は
「
の
り
の
み
こ
」
な
い
し
「
の
り
の
お
お
き
み
」
で
あ
っ
て
、「
法
皇
」
の
場
合
は
「
の
り
の
お
お
き
み
」
に
限
ら

れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
若
い
頃
の
太
子
に
つ
い
て
伊
予
湯
岡
碑
文
は
「
我
法
王
大
王
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
の
り
の
み
こ
の
お
お

き
み
」
と
な
る
。「
我
が
」
が
つ
い
て
親
し
み
・
誇
り
の
意
を
示
す
こ
と
は
、
六
三
九
年
の
製
作
で
あ
っ
て
太
子
と
時
代
が
近
い
百
済
弥
勒
寺

の
「
金
製
舎
利
奉
安
記）
12
（

」
が
、「
我
百
済
王
后
」
と
述
べ
て
い
る
例
も
あ
り
、
当
時
の
仏
教
系
の
慣
用
表
現
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

聖
徳
太
子
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
釈
迦
と
み
な
さ
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
が
、「
釈
迦
三
尊
像
銘
」
で
は
、
釈
迦
像
の
造
立
を
誓
っ
て
太
子

の
病
気
平
癒
を
祈
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
点
で
は
釈
尊
に
匹
敵
す
る
存
在
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
碑
銘
で
は
、

乗
斯
微
福
、
信
道
知
識
、
現
在
安
穏
、
出
生
入
死
、
随
奉
三
主
、
紹
隆
三
宝
、
遂
共
彼
堓
。

斯
の
微
福
に
乗
じ
、
信
道
知
識
、
現
在
は
安
穏
に
し
て
、
生
を
出
で
て
死
に
入
ら
ば
、
三
主
に
随
い
奉
り
、
三
宝
を
紹
隆
し
、
遂
に
彼
岸

を
共
に
せ
ん
。

と
述
べ
て
お
り
、「
釈
迦
三
尊
像
建
立
の
功
徳
に
よ
り
、
そ
の
発
願
仲
間
た
ち
は
現
世
で
は
安
穏
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
、
何
度
生
ま
れ
変

わ
っ
て
も
、
三
主
に
随
っ
て
仏
教
を
興
隆
し
、
最
後
に
は
共
に
悟
り
の
世
界
に
赴
き
ま
す
よ
う
に
」
と
願
っ
て
い
る
。「
出
生
入
死
」
は
、
死

後
の
世
界
で
は
と
い
う
こ
と
で
な
く
、「
生
死
（
輪
廻
）
に
出
入
せ
ば
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
、
そ
の
た
び
に

三
人
の
主
、
つ
ま
り
、
太
子
と
母
后
と
王
后
に
お
仕
え
し
た
い
と
い
う
の
だ
。
イ
ン
ド
仏
教
の
場
合
、
輪
廻
に
あ
っ
て
は
、
親
が
子
に
な
っ
た

り
、
子
が
親
に
な
っ
た
り
し
、
動
物
に
生
ま
れ
た
相
手
を
自
分
が
猟
師
と
な
っ
て
殺
し
た
り
、
自
分
が
虫
と
し
て
生
ま
れ
て
相
手
が
生
ま
れ
変

わ
っ
た
鳥
に
食
べ
ら
れ
た
り
、
と
い
っ
た
こ
と
を
無
限
に
繰
り
返
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
釈
迦
三
尊
像
銘
」
の
場
合
、
主
従
は
何

度
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
、
ど
の
世
界
で
も
主
従
で
あ
り
、
常
に
仏
教
興
隆
に
励
み
、
最
終
的
に
は
仲
間
す
べ
て
が
悟
り
の
世
界
に
赴
く
こ
と
が

願
わ
れ
て
い
る
。「
遂
」
は
漢
文
で
は
「
〜
な
の
で
早
速
」
と
い
っ
た
意
味
の
場
合
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
現
在
の
日
本
の
用
例
と
同
様
、「
最

後
に
は
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。

　

た
だ
、「
最
後
に
は
」
と
言
っ
て
も
、
百
万
回
生
ま
れ
変
わ
っ
て
な
ど
と
考
え
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
イ
ン
ド
と
違
い
、
想
定
さ
れ
て
い

る
の
は
せ
い
ぜ
い
数
回
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
亡
く
な
っ
た
母
后
・
太
子
・
王
后
が
天
に
生
ま
れ
た
ら
、
自
分
た
ち
も
そ
れ
に
随
っ
て
生
ま
れ
て
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お
仕
え
し
、
三
主
が
ま
た
王
家
に
生
ま
れ
た
ら
、
自
分
た
ち
も
そ
こ
で
生
ま
れ
て
お
仕
え
し
、
と
い
う
こ
と
を
数
回
繰
り
返
す
程
度
で
、
太
子

が
仏
と
な
り
、
自
分
た
ち
も
導
か
れ
て
悟
り
の
世
界
に
お
も
む
く
、
と
い
う
事
態
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。『
法
王
帝
説
』
で
は
、「
出

生
入
死
」
の
部
分
に
つ
い
て
、「
其
の
生
ず
る
所
に
往
反
す
る
が
ご
と
き
辞
な
り
（
若
其
往
反
所
生
之
辞
）」
と
説
明
し
て
い
る
の
は
当
た
っ
て

お
り
、
死
ん
で
天
に
生
ま
れ
、
つ
い
で
日
本
の
王
家
に
生
ま
れ
、
死
ん
で
天
に
生
ま
れ
、
ま
た
日
本
の
王
家
に
生
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
こ
れ
が
太
子
の
臨
終
か
ら
没
後
す
ぐ
頃
の
太
子
周
辺
の
人
々
が
い
だ
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
な
の
だ
。

　

こ
の
銘
文
の
う
ち
、
太
子
が
病
に
倒
れ
た
た
め
周
囲
が
「
深
く
愁
毒
を
懐
」
い
た
と
あ
る
部
分
は
、
既
に
指
摘
し
た
通
り
、
中
国
南
朝
で
製

作
さ
れ
た
『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
に
基
づ
く
。
天
に
い
る
亡
き
母
の
た
め
に
こ
の
世
界
か
ら
離
れ
て
釈
尊
が
天
に
お
も
む
い
た
と
こ
ろ
、
神
通

力
で
知
ら
れ
た
目
揵
連
や
「
天
眼
第
一
」
と
称
さ
れ
た
阿
那
律
陀
な
ど
の
仏
弟
子
た
ち
で
す
ら
釈
尊
の
所
在
を
「
見
ず
」
と
い
う
状
況
に
な
っ

た
め
、
優
填
大
王
が
「
心
に
愁
毒
を
懐
」
い
て
釈
尊
そ
っ
く
り
の
像
を
造
っ
た
と
い
う
箇
所
だ
。

優
填
大
王
恋
慕
如
来
、
心
懐
愁
毒
、
即
以
牛
頭
栴
檀
、
摽
像
如
来
所
有
色
身
、
礼
事
供
養
、
如
仏
在
時
、
無
有
異
也
。（
大
正
三
・
一
三

六
中
）

優
填
大
王
、
如
来
を
恋
慕
し
、
心
に
愁
毒
を
懐
き
、
即
ち
牛
頭
栴
檀
を
以
て
、
如
来
の
所
有
の
色
身
を
摽
像
し
、
礼
事
し
供
養
す
る
こ

と
、
仏
の
在
す
時
の
如
く
し
て
、
異
な
り
有
る
こ
と
無
き
な
り
。

　
「
在
す
時
の
如
く
」
と
い
う
の
は
、『
論
語
』
八
佾
篇
が
が
祖
先
の
祀
り
方
に
つ
い
て
「
祭
る
こ
と
在
す
が
如
く
す
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に

基
づ
く
。
問
題
は
、
三
尊
像
銘
の
こ
う
し
た
文
章
が
書
か
れ
る
背
後
に
は
、
中
国
南
朝
系
統
の
仏
教
の
知
識
を
持
っ
た
百
済
の
僧
侶
か
そ
の
教

え
を
受
け
た
僧
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
僧
侶
が
太
子
周
辺
の
人
に
太
子
と
釈
尊
の
類
似
を
説
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
も
、
太
子
が
往
生
し
た
国
に
つ
い
て
、「
彼
の
国
の
形
は
、
眼
に
看
が
た
き
所
な
り
。
悕
わ
く
は
、
図
像
に
因
り
て
、
大

王
の
往
生
の
状
を
観
ん
と
欲
す
（
彼
國
之
形　

眼
所
叵
看　

悕
因
図
像　

欲
観
大
王　

往
生
之
状
）」
と
述
べ
た
箇
所
は
、
ま
さ
に
『
大
方
便

仏
報
恩
経
』
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
僧
が
膳
郎
女
と
そ
の
周
辺
、
そ
し
て
橘
大
郎
女
と
そ
の
周
辺
の
氏
族
の
仏
教
指
導
役
を
つ
と

め
て
い
た
か
、
同
じ
よ
う
な
素
養
を
持
っ
た
異
な
る
僧
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
指
導
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

と
な
れ
ば
、
中
国
で
も
帝
王
な
ど
に
対
す
る
賞
賛
は
、
過
度
に
な
り
が
ち
で
あ
る
た
め
、
太
子
自
身
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
僧
侶
が
釈
尊
に
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一
六

な
ぞ
ら
え
る
よ
う
な
発
言
を
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
太
子
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
「
法
王
」
は
、『
日
本
書
紀
』
用
明
元
年
条
に
見
え
る
「
法

主
王
（
の
り
の
ぬ
し
の
み
こ
）」
の
場
合
と
同
様
、「
法
主
」、
つ
ま
り
、
講
経
の
担
当
者
・
代
表
者
の
意
で
あ
っ
て
、「
講
経
の
巧
み
な
皇
子
」

を
意
味
す
る
が
、「
法
の
王
」
た
る
釈
尊
を
重
ね
合
わ
せ
た
場
合
も
あ
る
。「
湯
岡
碑
文
」
の
序
に
「
我
が
法
王
大
王
、
恵
忩）
13
（

法
師
及
び
葛
城
臣

と
、
夷
予
村
に
逍
遙
す
（
我
法
王
大
王
与
慧
忩
法
師
及
葛
城
臣
逍
遙
夷
予
村
）」
と
あ
る
う
ち
、「
法
王
大
王
（
の
り
の
み
こ
の
お
お
き
み
）」

の
「
法
王
」
が
そ
の
例
だ
。
こ
れ
は
、
碑
文
が
「
椿
樹
、
相
い
廕
い
て
穹
窿
し
、
実
に
五
百
の
張
蓋
を
想
う
（
椿
樹
相
廕
而
穹
窿　

実
想
五
百

之
張
蓋
）」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
地
の
椿
の
巨
木
が
上
空
で
枝
葉
を
交
差
さ
せ
て
ト
ン
ネ
ル
を
形
づ
く
っ
て
い
た
こ
と

を
、『
維
摩
経
』
で
、
宝
積
と
い
う
若
者
と
五
百
人
の
「
長
者
子
」
が
そ
れ
ぞ
れ
供
養
し
た
傘
蓋
を
釈
尊
が
神
通
力
で
世
界
を
覆
う
一
つ
の
巨

大
な
傘
蓋
と
し
た
奇
跡
を
目
に
し
、
宝
積
が
釈
尊
を
偈
で
讃
歎
し
て
「
此
の
法
王
に
稽
首
す
（
稽
首
此
法
王
）」（
大
正
一
四
・
五
三
七
下
）
と

述
べ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
椿
の
ト
ン
ネ
ル
を
『
維
摩
経
』
の
奇
跡
に
見
立
て
、
釈
尊
の
よ
う
に
「
法
王
」
た
る
太
子
の
神
通

力
に
よ
る
も
の
だ
と
賞
賛
し
た
の
だ
。
こ
の
「
湯
岡
碑
文
」
が
事
実
だ
と
し
た
な
ら
、「
法
興
六
年
（
五
九
六
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
太

子
は
二
十
二
才
の
若
さ
で
講
経
に
巧
み
で
あ
る
と
さ
れ
、
お
世
辞
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
釈
尊
の
よ
う
な
存
在
と
讃
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
な
お
、「
実
想
」
と
い
う
語
は
仏
教
文
献
で
は
「
堅
実
で
あ
る
と
い
う
思
い
こ
み
」「
真
実
で
あ
る
と
い
う
考
え
」
な
ど
を
意
味
す
る
の
が

通
例
で
あ
り
、「
実
に
〜
と
思
う
」
の
意
で
用
い
て
い
る
の
は
変
格
語
法
で
あ
っ
て
他
の
例
を
見
い
だ
し
て
い
な
い
。

　

釈
尊
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
推
古
元
年
夏
四
月
条
に
、「
且
つ
内
教
を
高
麗
僧
慧
慈
に
習
い
、
外
典
を
博
士
覚
哿
に
学
び
、
並

び
に
悉
く
達
せ
り
（
且
習
内
教
於
高
麗
僧
恵
慈
、
学
外
典
於
博
士
覺
哿
、
並
悉
達
矣
）」
と
あ
る
う
ち
の
「
悉
達
」
に
つ
い
て
、
中
西
進
が
釈

尊
の
太
子
時
代
の
名
で
あ
る
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
音
写
で
あ
る
「
悉
達
」
を
用
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
た）
14
（

。
こ
の
推
測
が
正
し
い
か
ど
う
か
不

明
で
あ
る
う
え
、『
日
本
書
紀
』
の
聖
徳
太
子
関
連
記
述
は
、
伝
記
の
よ
う
な
も
の
を
含
む
先
行
文
献
を
利
用
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
部
分
が

そ
う
し
た
文
献
に
よ
る
も
の
か
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
時
の
編
者
の
記
述
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
太
子
を
釈
尊
と
完
全
に
同
等
視
す
る
の
で
な

く
、
な
ぞ
ら
え
て
賞
賛
す
る
程
度
で
あ
れ
ば
、
太
子
の
生
前
に
な
さ
れ
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
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七

三　
「
憲
法
十
七
条
」

　
「
憲
法
十
七
条
」
に
つ
い
て
は
、
官
人
に
対
す
る
道
徳
的
な
訓
誡
を
説
く
も
の
と
見
る
の
が
通
説
だ
っ
た
。
冒
頭
の
「
以
和
為
貴
」
が
『
礼

記
』
な
い
し
『
論
語
』
に
基
づ
い
て
い
る
点
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
聖
徳
太
子
は
律
令
制
に
お
け
る
天
皇
の
模
範
と
す
べ
く
儒

教
・
仏
教
・
道
教
の
聖
人
と
し
て
創
造
さ
れ
た
と
す
る
「〈
聖
徳
太
子
〉
は
い
な
か
っ
た
」
説
も
登
場
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
儒
教
を
知
ら

な
い
者
の
空
想
に
す
ぎ
な
い
。『
日
本
書
紀
』
は
仁
徳
天
皇
の
場
合
と
違
い
、
厩
戸
皇
子
に
つ
い
て
は
「
仁
」
で
あ
っ
た
と
か
「
孝
」
で
あ
っ

た
と
か
説
い
て
お
ら
ず
、「
憲
法
十
七
条
」
で
も
「
孝
」
に
触
れ
な
い
う
え
、
儒
教
教
育
に
お
け
る
二
本
柱
で
あ
る
「
礼
・
楽
」
の
う
ち
、「
楽
」

に
関
す
る
『
礼
記
』
や
『
孝
経
』
の
文
章
を
利
用
し
て
い
な
が
ら
、
肝
心
の
「
楽
」
に
つ
い
て
は
完
全
に
無
視
し
て
い
た）
15
（

。
し
か
も
、『
日
本

書
紀
』
で
は
、
蘇
我
馬
子
大
臣
が
崇
峻
天
皇
を
殺
し
た
こ
と
を
明
記
し
た
う
え
で
、
皇
太
子
は
そ
の
馬
子
大
臣
と
と
も
に
政
治
を
お
こ
な
い
、

推
古
二
十
八
年
（
六
二
〇
）
に
は
「
共
に
議
し
て
…
…
天
皇
記
及
び
国
記
」
な
ど
を
録
し
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
史
書
の
編
纂
は
後
世
の
戒

め
の
た
め
と
い
う
の
が
儒
教
の
史
書
観
で
あ
る
の
に
、
ま
さ
に
そ
れ
に
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
推
古
紀
で

は
没
し
た
馬
子
に
つ
い
て
「
武
略
」
と
「
弁
才
」
が
あ
っ
て
「
三
宝
を
恭
敬
」
し
た
と
賞
賛
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
聖
徳
太
子
は
江
戸
時

代
に
儒
者
か
ら
厳
し
く
非
難
さ
れ
た
の
だ
。

　

そ
も
そ
も
、
筆
者
が
早
く
か
ら
強
調
し
て
き
た）
16
（

よ
う
に
、「
和
」
が
強
調
さ
れ
る
の
は
争
い
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
争
い
が
起
き
る
可
能
性

が
あ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
和
」
を
単
な
る
道
徳
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
、
山
下
洋
平
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
た
「
憲
法
十
七
条
」
に
お
け
る
『
管
子
』
と
の
類
似
箇
所
の
多
さ
だ）
17
（

。
山
下
は
、「
憲
法
十
七
条
」
の
「
基
盤
的
役
割
を
果
た
し

た
資
料
」
は
、「
儒
・
道
・
法
を
含
む
現
実
的
実
際
的
な
政
治
思
想
の
書
で
あ
る
『
管
子
』
で
あ
っ
た
と
考
え
る
」（
一
四
頁
）
と
結
論
づ
け
て

い
る
。『
管
子
』
は
、
様
々
な
系
統
の
思
想
を
含
む
雑
家
的
な
法
家
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
憲
法
十
七
条
」
が
「
法
」
で
あ
る
の

は
、
道
徳
主
義
の
儒
教
が
根
本
と
な
っ
て
い
な
い
証
拠
だ
。
し
た
が
っ
て
、「
和
を
貴
し
と
為
す
」
と
説
き
、「
篤
く
三
宝
を
敬
え
」
と
命
じ
る

「
憲
法
十
七
条
」
の
執
筆
者
は
、
法
に
よ
る
統
治
を
重
視
し
て
い
た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
和
を
貴
し
と
為
す
」
に
つ
い
て
も
「
篤
く
三

宝
を
敬
え
」
に
つ
い
て
も
、
法
に
よ
る
統
治
を
補
完
す
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
ま
で
は
み
な
し
て
は
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
法
に
よ
る
統
治
と
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一
八

矛
盾
す
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
憲
法
十
七
条
」
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
人
の
心
の
洞
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る）
18
（

。
こ
れ
は
、
類
似
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
三
経
義
疏
に
も
共
通
す
る
点
で
あ
る
た
め
、
後
述
す
る
。

四　

三
経
義
疏

　

心
の
重
視
、
心
の
洞
察
と
い
う
点
は
、
三
経
義
疏
の
特
徴
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
で
は
、
受
戒
に
つ
い
て
解
釈
す
る
際
、

「
小
乗
の
戒
法
は
、
但
だ
身
口
を
制
す
る
の
み
に
て
、
心
を
制
さ
ず
（
小
乘
戒
法
但
制
身
口
、
不
制
於
心
）」（
大
正
五
六
・
三
下
）
と
述
べ
て

い
る）
19
（

。
こ
れ
は
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
が
冒
頭
近
く
で
「
帰
依
」
に
つ
い
て
解
釈
す
る
際
、「
帰
依
」
こ
そ
「
万
行
」
の
初
め
で
あ
る
と
説
き
、

　
　

所
以
優
婆
塞
戒
経
云
、
若
不
依
三
宝
受
戒
、
戒
不
堅
強
、
如
綵
色
無
膠
。（
大
正
五
六
・
二
中
）

　
　

所
以
に
『
優
婆
塞
契
経
』
に
云
う
、「
も
し
三
宝
に
依
り
て
受
戒
せ
ざ
れ
ば
、
戒
は
堅
強
な
ら
ざ
る
こ
と
、
綵
色
の
膠
無
き
が
如
し
」
と
。

と
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
太
子
が
心
構
え
を
重
視
す
る
大
乗
の
菩
薩
戒
で
あ
る
曇
無
讖
訳
『
優
婆
塞
戒
経
』
を
尊
重
し
て
い
る
た
め
で
も
あ

る）
20
（

。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
『
優
婆
塞
戒
経
』
は
「
憲
法
十
七
条
」
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
経
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
既
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、「
憲
法
十
七
条
」
第
二
条
が
、
三
宝
に
帰
依
し
な
い
な
ら
「
何
を
以
て
枉
を
直
さ
ん
」
と
強
い
調
子
で
述
べ
て
い
る
の
は
、『
優
婆

塞
戒
経
』
が
、

不
依
於
三
宝
受
戒
、
是
名
世
戒
。
是
戒
不
堅
、
如
彩
色
無
膠
。
…
…
夫
世
戒
者
、
不
能
破
壊
先
諸
悪
業
。（
大
正
二
四
・
一
〇
六
三
中
）

も
し
三
宝
に
依
ら
ず
に
受
戒
せ
ば
、
是
れ
を
世
戒
と
名
づ
く
。
是
の
戒
は
堅
か
ら
ざ
る
こ
と
、
彩
色
の
膠
無
き
が
如
し
。
…
…
夫
れ
世
戒

は
、
先
の
諸
の
悪
業
を
破
壊
す
る
能
わ
ず
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
。
第
二
条
が
「
悪
業
を
破
壊
す
」
と
い
う
表
現
を
用
い
ず
、「
枉
を
直
す
」
と
し
て
い
る
の
は
、
む
ろ
ん
、『
論

語
』
為
政
篇
の
「
直
き
を
挙
げ
て
諸
れ
を
枉
れ
る
に
錯
け
ば
、
則
ち
民
服
す
（
挙
直
錯
諸
枉
、
則
民
服
）」
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

「
憲
法
十
七
条
」
は
儒
教
色
が
強
い
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
、「
憲
法
十
七
条
」
の
第
十
四
条
が
「
才
、
己
に
優
る
と
き
は
則
ち
嫉
妬
す
」
と
説
い
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一
九

て
自
分
よ
り
勝
れ
て
い
る
者
へ
嫉
妬
を
禁
止
し
て
い
る
の
も
、『
優
婆
塞
戒
経
』
が
「
己
に
勝
る
有
る
を
見
る
も
、
嫉
妬
を
生
ぜ
ず
（
見
有
勝

己
不
生
嫉
妬
）」（
同
・
一
〇
四
七
上
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
。

　

し
か
も
、『
優
婆
塞
戒
経
』
の
こ
の
部
分
は
、
在
家
菩
薩
が
国
王
と
な
っ
た
場
合
に
な
す
べ
き
教
誡
を
列
挙
し
た
部
分
だ
。
聖
徳
太
子
が
推

古
天
皇
の
た
め
に
講
経
し
た
『
勝
鬘
経
』
は
、
国
王
夫
妻
の
娘
で
あ
っ
て
、
他
国
の
王
の
妃
と
な
っ
て
い
る
在
家
菩
薩
の
勝
鬘
夫
人
が
大
乗
の

教
理
を
説
く
教
典
で
あ
り
、
こ
の
設
定
は
、
太
子
が
欽
明
天
皇
の
皇
女
で
異
母
兄
の
敏
達
天
皇
の
后
と
な
っ
た
推
古
天
皇
と
ほ
と
ん
ど
重
な

る
。『
勝
鬘
経
義
疏
』
は
冒
頭
で
勝
鬘
夫
人
の
こ
と
を
国
王
の
家
に
生
ま
れ
て
「
孝
養
の
道
を
尽
く
し
」、
他
国
の
国
王
の
妃
と
な
っ
て
か
ら
は

「
三
従
の
礼
を
顕
わ
し
」
た
、
つ
ま
り
、
幼
い
頃
は
父
に
従
い
、
結
婚
し
て
は
夫
に
従
い
、
老
い
て
は
子
に
従
う
と
い
う
道
徳
を
示
し
た
と
、

経
典
の
内
容
を
無
視
し
た
礼
賛
を
連
ね
て
い
る
。
こ
れ
は
、
太
子
が
、
叔
母
で
あ
り
義
母
で
も
あ
る
推
古
天
皇
を
強
く
意
識
し
て
講
経
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
。

　

た
だ
、
勝
鬘
夫
人
に
推
古
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
解
釈
す
る
際
に
、
太
子
自
身
の
性
格
が
顔
を
出
す
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
勝

鬘
経
』
で
は
勝
鬘
夫
人
が
釈
尊
の
来
臨
を
願
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
に
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
は
そ
の
部
分
を
説
明
す
る
際
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
　

言
如
来
応
世
為
物
無
偏
。
我
雖
無
知
女
人
、
亦
入
世
数
。（
同
・
二
上
）

　
　

言
う
こ
こ
ろ
は
、
如
来
の
世
に
応
ず
る
は
、
物
の
為
に
し
て
偏
り
無
し
。
我
は
無
知
の
女
人
と
雖
も
、
亦
た
世
の
数
に
入
れ
り
。

　

す
な
わ
ち
、
如
来
が
世
間
に
出
現
さ
れ
た
の
は
人
々
の
為
で
あ
っ
て
、
偏
り
は
な
い
の
だ
か
ら
、
女
性
で
あ
る
私
に
も
そ
の
お
姿
を
お
見
せ

く
だ
さ
い
と
頼
ん
だ
と
説
明
す
る
の
だ
。
そ
の
際
、「
我
は
無
知
の
女
人
と
雖
も
」
と
述
べ
た
箇
所
は
、
女
性
を
低
く
見
て
い
る
よ
う
だ
が
、

『
勝
鬘
経
義
疏
』
は
冒
頭
で
勝
鬘
夫
人
の
徳
性
を
絶
讃
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
は
勝
鬘
夫
人
が
謙
虚
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し

た
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
次
の
「
亦
た
世
の
数
に
入
れ
り
」
と
い
う
箇
所
だ
。
こ
れ
は
、「
自
分
も
世
間
の
人
並
み
の
存
在
で

す
」
の
意
だ
が
、
こ
れ
に
類
似
し
た
表
現
は
中
国
古
典
・
漢
訳
経
典
・
そ
の
注
釈
類
に
は
見
え
な
い
。
一
方
、
日
本
の
場
合
、『
源
氏
物
語
』

「
竹
河
」
で
は
玉
鬘
が
自
ら
に
つ
い
て
、「
今
は
、
か
く
、
世
に
経
る
数
に
も
あ
ら
ぬ
や
う
に
な
り
ゆ
く
あ
り
さ
ま
」
と
自
嘲
し
て
お
り
、「
橋

姫
」
で
は
、
亡
く
な
っ
た
八
の
宮
に
取
り
残
さ
れ
た
二
人
の
娘
の
わ
び
し
い
暮
ら
し
に
つ
い
て
、
老
女
房
の
弁
が
無
遠
慮
に
「
世
中
に
住
ま
ひ
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二
〇

給
ふ
、
人
の
数
に
も
あ
ら
ぬ
御
有
様
に
て
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
鎌
倉
時
代
で
も
、『
古
今
著
聞
集
』「
二
条
宰
相
雅
経
、
賀
茂
社
に
日
参
し

て
利
生
を
蒙
る
事
」
は
、
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
雅
経
が
賀
茂
社
に
参
詣
し
、「
世
の
中
に
数
な
ら
ぬ
身
」
で
あ
っ
て
友
も
い
な
い
と
す
る
歌

を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
、
明
神
が
哀
れ
ん
で
く
れ
て
出
世
で
き
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
入
世
数
」
と
は
、
日
本
の
言
い
回
し
に
基
づ
く
変
格

漢
文
だ
っ
た
の
だ
。

　

し
か
も
、
勝
鬘
夫
人
は
「
私
も
ま
た
世
間
の
人
な
み
の
存
在
で
す
」
と
語
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
人
」
は
男
性
を
指
し
て
い

よ
う
。『
勝
鬘
経
義
疏
』
は
勝
鬘
夫
人
を
道
徳
的
で
謙
虚
な
女
性
と
し
て
描
き
つ
つ
、
社
会
の
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
る
男
性
た
ち
と
同
等
だ

と
い
う
自
信
に
満
ち
た
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
女
性
の
身
で
初
め
て
大
王
と
な
っ
た
有
能
な
推
古
天
皇
を
意
識
し

た
言
葉
だ
ろ
う
が
、
聖
徳
太
子
自
身
の
思
い
も
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
経
典
に
つ
い
て
注
釈
を
書
い
て
い
る
自
分

は
、「
無
知
」
な
面
は
あ
る
に
せ
よ
、
中
国
で
注
釈
を
書
い
て
い
る
学
僧
た
ち
に
ひ
け
を
取
ら
な
い
注
釈
者
だ
と
い
う
自
負
だ
。

　

三
経
義
疏
の
謙
虚
さ
と
自
信
に
つ
い
て
は
、
花
山
信
勝
や
金
治
治
が
早
く
か
ら
着
目
し
て
き
た）
21
（

。「
愚
心
、
及
び
難
し
」
と
か
「
私
意
、
及

ば
ず
」
な
ど
と
率
直
に
述
べ
る
一
方
で
、
し
ば
し
ば
「
本
義
」
の
解
釈
に
反
対
し
て
い
る
た
め
だ
。
そ
う
し
た
例
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ

れ
て
い
な
い
の
は
、「
愚
心
、
及
び
難
し
」
の
句
に
続
く
部
分
だ
。
た
と
え
ば
、『
法
華
義
疏
』
に
お
い
て
、「
本
義
」、
す
な
わ
ち
種
本
と
し
た

光
宅
寺
法
雲
の
『
法
華
義
記
』
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

釈
文
亦
微
細
煩
広
、
但
愚
心
難
及
。
故
不
尽
記
。
即
所
謂
闕
所
不
明
。（
同
・
七
二
中
）

釈
文
亦
た
微
細
に
し
て
煩
広
な
り
。
但
だ
愚
心
、
及
び
難
し
。
故
に
尽
く
は
記
さ
ず
。
即
ち
所
謂
る
「
明
ら
か
な
ら
ざ
る
所
を
闕
く
」
な

り
。

　

次
に
「
寿
量
品
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

此
中
文
、
本
義
微
妙
細
釈
、
而
不
能
受
。
故
随
文
直
唱
而
已
也
。
即
所
謂
闕
所
不
審
。（
一
二
四
上
）

此
の
中
の
文
、『
本
義
』
微
妙
に
細
釈
す
。
而
れ
ど
も
受
く
る
能
わ
ず
。
故
に
、
文
に
随
い
て
直
だ
唱
う
る
の
み
な
り
。
即
ち
所
謂
る

「
審
か
な
ら
ざ
る
所
を
闕
く
」
な
り
。

　

す
な
わ
ち
、
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
闕
い
た
ま
ま
に
し
て
お
く
、
と
述
べ
る
の
だ
。
な
お
、「
所
不
審
」
と
い
う
表
現
は
、
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Ｓ
Ａ
Ｔ
で
検
索
す
る
と
新
羅
の
元
暁
の
『
起
信
論
疏
』
と
『
起
信
論
別
記
』
に
し
か
見
え
な
い
。
三
経
義
疏
に
は
、
遁
倫
の
『
瑜
伽
論
記
』
な

ど
、
新
羅
の
僧
の
著
作
と
共
通
す
る
表
現
が
多
い
の
だ
。

　

ま
た
、「
法
師
品
」
の
冒
頭
部
分
で
六
根
に
は
六
千
も
の
功
徳
が
あ
る
理
由
を
説
明
し
た
部
分
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
る
。

其
所
以
、
本
疏
妙
釈
。
而
私
意
不
及
。
故
不
記
也
。
即
所
謂
闕
所
不
明
。（
同
・
一
二
五
中
）

其
の
所
以
は
、
本
疏
に
妙
釈
す
。
而
れ
ど
も
私
意
及
ば
ず
。
故
に
記
さ
ざ
る
な
り
。
即
ち
、
所
謂
る
「
明
ら
か
な
ら
ざ
る
所
を
闕
く
」
な

り
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、「
本
義
」
で
あ
る
法
雲
の
『
法
華
義
記
』
が
見
事
に
解
釈
し
て
い
る
が
、
私
の
心
は
理
解
す
る
に
至
ら

な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
記
さ
ず
に
お
く
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
明
ら
か
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
欠
け
た
ま
ま
に
す
る
」
と
い

う
こ
と
だ
、
と
説
く
の
だ
。
こ
の
う
ち
、「
闕
所
不
明
」
に
つ
い
て
は
、
唐
・
薛
用
弱
『
集
異
記
』
に
「
然
る
に
古
え
に
明
文
無
し
、
知
ら
ざ

る
所
を
闕
く
は
、
可
な
り
（
然
古
無
明
文
、
闕
所
不
知
、
可
矣
）」
と
あ
る
の
が
似
て
い
る
程
度
で
あ
っ
て
古
い
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
が
、

「
所
謂
」
と
あ
る
た
め
、
当
時
は
良
く
知
ら
れ
て
い
た
文
句
な
の
だ
ろ
う
。「
憲
法
十
七
条
」
に
し
て
も
、「
ど
の
漢
籍
の
語
句
を
引
用
し
た
の

か
後
人
に
は
判
定
し
が
た
い
ほ
ど
の
、
通
俗
的
な
語
句
を
使
用
す
る
」
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
、
小
島
憲
之
が
指
摘
し
て
い
る）
22
（

。
宋
の
葉
夢
得

の
『
春
秋
考
』
が
「
而
る
に
『
春
秋
』
に
此
を
書
せ
ざ
る
は
、
正
に
孔
子
の
「
闕
所
不
知
」
の
意
な
り
（
也
而
春
秋
不
書
、
此
正
孔
子
闕
所
不

知
之
意
也
）」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
知
ら
な
い
こ
と
は
書
か
ず
に
お
く
」
と
い
う
の
が
史
書
に
関
す
る
孔
子
の
態
度
だ
っ
た
、
と
い
う
の

が
常
識
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
『
論
語
』
為
政
篇
の
有
名
な
「
之
を
知
る
を
之
を
知
る
と
為
し
、
知
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
と
為

す
。
是
れ
知
る
な
り
（
知
之
為
知
之
、
不
知
為
不
知
。
是
知
也
）」
を
背
景
と
し
、『
春
秋
』
に
書
か
れ
て
い
て
当
然
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て

い
な
い
箇
所
に
つ
い
て
、
意
図
が
あ
っ
て
敢
え
て
書
か
な
か
っ
た
と
し
た
り
、
伝
承
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
正
直
に
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い

た
、
と
い
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
は
、
太
子
は
、「
本
義
」
で
あ
る
法
雲
の
注
釈
は
き
わ
め
て
細

か
い
議
論
を
し
て
い
る
が
、
自
分
に
は
そ
う
し
た
説
明
は
納
得
で
き
な
い
た
め
、「
知
ら
な
い
こ
と
は
書
か
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
謙
虚
さ
と
見
識
の
誇
示
が
ま
じ
っ
た
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

し
か
も
、
こ
う
し
た
言
い
回
し
は
、
三
経
義
疏
の
う
ち
で
内
容
面
で
も
書
写
例
な
ど
の
面
で
も
一
つ
だ
け
異
質
と
さ
れ
る
『
維
摩
経
義
疏
』
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二
二

に
も
見
え
て
い
る
の
だ
。

就
中
義
家
多
須
分
段
解
釈
。
而
今
不
拠
科）
23
（

段
、
随
文
直
釈
。
則
所
謂
闕
所
不
明
也
。（
同
・
五
二
下
）

中
に
就
き
て
、
義
家
は
多
く
分
段
解
釈
を
須
う
。
而
れ
ど
も
今
、
科
段
に
拠
ら
ず
、
文
に
随
い
て
直
ち
に
釈
す
。
則
ち
所
謂
る
「
明
ら
か

な
ら
ず
所
を
闕
く
」
な
り
。

　
「
義
家
」
と
い
う
の
は
、
参
照
し
た
注
釈
家
た
ち
を
指
す
語
で
あ
っ
て
隋
唐
の
諸
僧
が
用
い
て
お
り
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
は
四
度
、『
法
華
義

疏
』
と
『
維
摩
経
義
疏
』
は
一
度
づ
つ
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
謙
虚
で
あ
り
な
が
ら
実
は
自
信
が
あ
る
こ
と
を
示
す
最
も
良
い
例
は
、
三
経
義
疏
が
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
「
少
し
〜
」
と

い
う
言
い
方
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
に
は
「
私
釈
少
異
」
と
い
う
言
い
方
が
三
度
、『
維
摩
経
義
疏
』
に
は
二
度
見
え
て
お

り
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
に
は
「
私
意
少
異
」
と
い
う
言
い
方
も
一
度
見
え
る
。
ま
た
『
法
華
義
疏
』
は
、「
然
る
に
此
は
是
れ
私
意
な
る
の
み
。

本
釈
は
少
し
く
異
な
る
（
然
此
是
私
意
。
本
釈
少
異
）」（
一
一
八
上
）
と
述
べ
、
ま
た
「
而
る
に
私
意
、
少
し
安
か
ら
ず
（
而
私
意
少
不
安
）」

（
一
一
八
中
）
と
も
説
い
て
い
る
。
前
者
は
「
自
分
の
考
え
は
ち
ょ
っ
と
違
う
」
と
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
後
者
の
「
私
意
少
不
安
」
は
、

「
私
の
考
え
で
は
、
ち
ょ
っ
と
落
ち
着
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
経
典
の
注
釈
と
し
て
は
「
私
」
と
い
う
語
が
異
様
に
多
い
の
は
三
経

義
疏
の
特
徴
だ
。「
私
」
の
語
を
用
い
な
い
場
合
も
、『
法
華
義
疏
』
に
は
「
少
し
当
ら
ざ
る
に
似
た
り
（
似
少
不
当
）」（
九
六
中
）
と
い
っ
た

言
い
方
も
見
え
る
。『
勝
鬘
経
義
疏
』
に
は
、「
此
れ
少
し
く
宜
し
か
ら
ず
。
故
に
須
い
ざ
る
な
り
（
此
少
不
宜
。
故
不
須
也
）」（
一
一
下
）
と

い
う
例
も
見
え
る
が
、
中
国
の
「
少
不
宜
」
の
例
は
、「
〜
少
、
不
宜
〜
」
と
切
る
の
で
あ
っ
て
、「
〜
が
少
な
い
た
め
、
〜
す
る
の
は
宜
し
く

な
い
」
の
例
ば
か
り
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
批
判
す
る
場
合
「
少
」
を
用
い
る
例
が
き
わ
め
て
多
い
の
だ
。
英
語
の
会
話
で
あ
れ
ば
、
“It is not right.

” あ
る
い
は
‶You 

are wrong.

”と
な
る
と
こ
ろ
を
、
日
本
人
は
断
定
を
さ
け
が
ち
で
あ
っ
て
、
ま
た
‶Do you speak English ?

”と
尋
ね
ら
れ
れ
ば
‶A little.

”な

ど
と
答
え
が
ち
だ
が
、
そ
う
し
た
傾
向
が
三
経
義
疏
に
見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
似
た
発
想
の
表
現
が
、「
私
懐
も
亦
た
可
な
り
（
私
懐
亦
可
）」（
一
四
中
）
や
「
好
き
こ
と
は
即
ち
好
し
（
好
即
好
矣
）」
だ
。「
私

懐
も
亦
た
可
な
り
」
と
は
「
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
も
ま
あ
良
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
謙
遜
の
よ
う
で
謙
遜
に
な
っ
て
い
な
い
言
葉
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だ
。
こ
の
「
私
懐
」
と
い
う
語
を
『
維
摩
経
義
疏
』
は
十
度
も
用
い
て
い
る
が
、「
私
懐
」
と
い
う
表
現
を
こ
の
よ
う
に
乱
用
し
た
例
は
中
国

の
仏
教
文
献
に
は
見
え
な
い）
24
（

。
さ
ら
に
そ
の
謙
遜
度
が
低
い
の
が
、『
法
華
義
疏
』
に
三
度
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
に
一
度
見
え
る
「
好
き
こ
と
は

即
ち
好
し
（
好
則
好
矣
）」
で
あ
っ
て
、
花
山
は
こ
の
表
現
を
「
認
容
す
る
場
合
」
の
例
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
て
い
る）
25
（

が
、
単
な
る
「
認
容
」

と
は
異
な
り
、
十
全
の
解
釈
で
な
い
と
し
つ
つ
「
こ
の
解
釈
も
ま
あ
良
い
に
は
良
い
が
」
と
上
か
ら
の
立
場
で
認
め
る
も
の
だ
。
ま
た
金
治

は
、『
法
華
義
記
』
の
「
此
の
解
も
亦
た
好
し
（
此
解
亦
好
）」（
大
正
三
三
・
六
〇
三
下
）
と
い
う
似
た
表
現
を
指
摘
し
、「
そ
れ
が
発
展
し
て

「
好
則
好
矣
」
と
い
う
独
特
の
表
現
法
が
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る）
26
（

が
、「
〇
則
〇
矣
」
と
い
う
の
は
不
満
を
含
む
認
容
の

表
現
で
あ
っ
て
、
特
に
「
美
則
美
矣
」
は
定
型
句
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
下
に
引
く
『
高
僧
伝
』
僧
肇
伝
が
示
し
て
い
る

嘗
讀
老
子
道
徳
章
、
乃
歎
曰
、
美
則
美
矣
。
然
期
神
冥
累
之
方
。
猶
未
盡
善
也
。（
大
正
五
〇
・
三
六
五
上
）

嘗
て
『
老
子
道
徳
章
』
を
読
み
、
乃
ち
歎
じ
て
曰
く
、「
美
な
る
は
則
ち
美
な
り
。
然
れ
ど
も
神
を
期
し
累
を
冥
す
る
の
方
は
、
猶
お
未

だ
善
を
尽
く
さ
ざ
る
な
り
」
と
。

　

つ
ま
り
、
文
章
は
見
事
だ
が
、
神
秘
的
な
力
に
よ
っ
て
繋
累
を
滅
す
る
や
り
方
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
最
善
に
は
至
っ
て
い
な
い
、
と
い
う

の
だ
。
道
宣
『
広
弘
明
集
』
所
載
の
慧
浄
「
釈
疑
論
」
で
も
、「
美
な
る
は
則
ち
美
な
り
。
疑
し
き
は
頗
る
疑
し
（
美
則
美
矣
。
疑
頗
疑
焉
）」

（
大
正
五
二
・
二
三
〇
下
）
と
説
い
て
お
り
、
決
し
て
単
純
に
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
好
則
好
矣
」
の
例
は
、『
文
選
』
の
嵇
叔
夜

「
琴
賦
并
序
」
に
対
す
る
李
善
注
が
、「
好
き
こ
と
は
則
ち
好
し
。
皆
な
未
だ
理
を
尽
く
さ
ざ
る
な
り
（
好
則
好
矣
。
皆
未
尽
理
也
）」
と
あ
り
、

悪
く
は
な
い
が
十
全
な
解
釈
で
は
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。

　

三
経
義
疏
で
目
立
つ
の
は
、「
来
意
」、
す
な
わ
ち
、
そ
の
品
が
な
ぜ
そ
の
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
か
を
説
明
し
た
部
分
の
文
章
が
長
く
、
ま

た
経
典
を
読
む
人
々
が
誤
解
し
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
「
空
義
隠
覆
章
」
の
来
意
は
、

此
章
来
意
者
、
物
聞
上
第
三
法
身
章
云
隠
為
如
来
蔵
、
顕
為
法
身
、
即
是
一
体
、
又
挙
智
証
一
体
、
便
生
疑
、
理
既
如
是
、
昔
日
何
意
不

説
、
或
此
智
昔
未
、
方
今
乃
得
故
爾
耶
、
故
釈
曰
、
照
真
実
智
、
本
来
常
有
、
但
昔
日
非
其
時
、
故
不
説
…
…
。（
一
六
下
）

此
の
章
の
来
意
は
、
物
、
上
の
第
三
の
「
法
身
章
」
に
、「
隠
れ
た
る
を
如
来
蔵
と
為
し
、
顕
れ
た
る
を
法
身
と
為
す
。
即
ち
是
れ
一
体

な
り
」
と
云
い
、
又
た
智
を
挙
げ
て
一
体
な
る
を
証
せ
る
を
聞
き
、
便
ち
疑
を
生
ず
ら
く
、「
理
既
に
是
の
如
く
ん
ば
、
昔
日
は
何
の
意
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二
四

あ
り
て
説
か
ざ
る
や
、
或
い
は
此
の
智
は
昔
は
未
だ
し
く
、
方
今
に
乃
ち
得
る
が
故
に
爾
る
や
」
と
。
故
に
釈
し
て
曰
く
、
…
…

と
説
い
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
長
い
文
と
な
っ
て
い
る
。
古
代
の
韓
国
と
日
本
で
は
、「
在
」
と
「
有
」
を
混
同
す
る
よ

う
な
変
格
語
法
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
韓
国
で
こ
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
変
格
漢
文
は
、
簡
潔
さ
を
特
徴
と
す
る

漢
文
が
基
調
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
ぐ
ね
ぐ
ね
と
長
く
続
く
文
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
頃
ま
で
の
古
代
の
日
本
語
は
接

続
詞
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
よ
う
。「
物
（
人
々
）」
が
経
文
を
誤
解
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
『
勝
鬘
経
義
疏
』
作
者
は
、

そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
日
本
語
で
考
え
た
内
容
を
漢
文
の
形
に
し
た
の
だ
。
こ
う
し
た
長
い
文
は
、
上
の
例
の
よ
う
に
、
経
文
を
読
ん
だ
人
々
が

誤
解
し
な
い
よ
う
説
明
し
た
部
分
に
多
い
。
こ
れ
は
、
民
の
こ
と
を
教
え
導
く
べ
き
存
在
と
み
な
し
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
。
た
だ
、
人
々
を
思

い
や
り
、
大
事
に
す
べ
き
存
在
と
見
て
い
る
も
の
の
、
自
発
的
な
努
力
・
向
上
は
期
待
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
民
に
つ
く
す
よ
う
官
人
に
求

め
、
民
に
つ
い
て
は
期
待
し
な
い
「
憲
法
十
七
条
」
も
同
様
だ
。
こ
れ
は
中
国
の
儒
教
の
考
え
方
で
あ
り
、
ま
た
当
時
の
日
本
の
民
衆
の
教
育

程
度
そ
の
他
を
考
え
れ
ば
不
思
議
は
な
い
。

五　
「
天
寿
国
繍
帳
銘
」

　
「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
は
、
自
分
は
太
子
同
様
に
欽
明
天
皇
以
来
の
天
皇
の
血
筋
と
蘇
我
稻
目
の
血
筋
を
受
け
継
い
で
い
る
の
だ
と
い
う
橘
大

郎
女
の
強
烈
な
プ
ラ
イ
ド
と
、
太
子
と
共
に
病
床
に
つ
い
て
一
日
違
い
で
亡
く
な
っ
た
妃
の
岐
岐
美
に
対
す
る
激
し
い
嫉
妬
心
が
見
ら
れ
る
ば

か
り
で
あ
っ
て）
27
（

、
太
子
の
人
間
像
に
関
す
る
記
述
と
し
て
は
、
有
名
な
「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
の
言
葉
し
か
手
が
か
り
が
な
い
。
こ
の
句

の
出
典
は
不
明
で
あ
り
、
経
論
で
こ
れ
に
近
い
も
の
と
し
て
は
、『
大
智
度
論
』
の
「
行
者
、
是
の
時
、
心
に
定
ん
で
世
間
は
虚
妄
に
し
て
捨

つ
可
く
、
涅
槃
は
実
法
に
し
て
取
る
可
き
を
知
る
（
行
者
是
時
、
心
定
知
世
間
虚
妄
可
捨
、
涅
槃
実
法
可
取
）」（
大
正
二
五
・
二
二
六
中
）
が

あ
る
程
度
だ
。
中
国
の
注
釈
で
は
、
浄
影
寺
慧
遠
の
『
維
摩
経
義
記
』
が
、「
世
諦
は
虚
仮
な
れ
ば
、
名
づ
け
て
不
実
と
為
す
。
真
諦
を
実
と

為
す
（
世
諦
虛
仮
、
名
為
不
実
。
真
諦
名
実
）」（
大
正
三
八
・
四
九
八
上
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
吉
蔵
『
法
華
遊
意
』
で
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
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二
五

涅
槃
云
。
是
諸
外
道
虚
仮
。
詐
称
無
有
真
諦
。
故
明
仏
法
有
於
真
諦
。（
大
正
三
四
・
六
三
九
中
）

　
　

 『
涅
槃
（
経
）』
に
云
く
、
是
れ
諸
の
外
道
は
虚
仮
に
し
て
、
詐
り
て
真
諦
有
る
こ
と
無
し
と
称
す
。
故
に
仏
法
に
は
真
諦
有
る
を
明
か
す
。

　

た
だ
、『
涅
槃
経
』
に
は
こ
の
通
り
の
文
句
は
な
い
う
え
、
こ
こ
で
は
「
虚
仮
」
な
の
は
外
道
で
あ
っ
て
「
世
間
」
で
は
な
い
。
同
じ
く
吉

蔵
の
『
大
乗
玄
論
』
で
は
、

世
諦
虚
仮
。
何
者
為
真
。
真
名
為
実
。
世
諦
浮
虚
、
何
得
名
実
。
又
真
諦
絶
名
。（
大
正
四
五
・
二
七
上
）

世
諦
は
虚
仮
な
れ
ば
、
何
者
を
か
真
と
為
す
。
真
を
名
づ
け
て
実
と
為
す
。
世
諦
は
浮
虚
な
れ
ば
、
何
ぞ
実
と
名
づ
く
る
を
得
ん
。
又
た

真
諦
は
名
を
絶
す
。

と
述
べ
て
お
り
、
や
や
近
い
が
、
こ
こ
で
も
「
虚
仮
」
な
の
は
「
世
諦
（
世
俗
諦
）」
で
あ
っ
て
「
世
間
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
真

諦
」
に
つ
い
て
は
、
仮
に
そ
う
呼
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
本
当
は
言
葉
を
越
え
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
見
、「
天
寿
国
」

に
つ
い
て
も
出
典
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
は
、
橘
大
郎
女
が
自
分
な
り
に
受
け
止
め
た
太
子
の

言
葉
を
指
導
役
の
僧
侶
か
周
囲
の
仏
教
に
通
じ
た
人
物
に
語
り
、
そ
の
人
物
が
漢
文
に
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

　

注
意
す
べ
き
は
、「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
は
、

我
大
王
所
告
、
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
。
玩
味
其
法
、
謂
応
生
於
天
寿
国
中
。

我
が
大
王
、
告
げ
た
ま
わ
く
、「
世
間
は
虚
仮
に
し
て
、
唯
だ
仏
の
み
是
れ
真
な
り
」
と
。
そ
の
法
を
玩
味
す
る
に
、
ま
さ
に
天
寿
国
中

に
生
じ
た
る
べ
し
と
謂
え
り
。

と
述
べ
て
お
り
、
太
子
が
語
っ
た
言
葉
を
「
の
り
」
な
い
し
「
み
の
り
」
と
訓
ん
だ
で
あ
ろ
う
「
法
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
太

子
が
「
法
」、
す
な
わ
ち
経
典
の
そ
う
し
た
言
葉
を
良
く
語
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、
太
子
の
言
葉
を
真
実
の
教
え
と
見
て
「
法
」

と
呼
ん
だ
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
太
子
を
仏
に
等
し
い
存
在
と
見
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
人
物
が
生
天
す
る
の
は
お

か
し
な
こ
と
だ
が
、
極
度
の
敬
意
を
示
し
た
表
現
と
す
れ
ば
、
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
な
い
。

　

問
題
は
、
太
子
が
な
ぜ
「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」、
な
い
し
、
そ
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
言
葉
を
述
べ
た
か
だ
。
碑
文
を
読
む
限
り
、

太
子
は
し
ば
し
ば
こ
の
言
葉
を
口
に
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
太
子
は
斑
鳩
に
移
っ
た
後
の
数
年
は
盛
ん
に
活
動
し
て
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二
六

い
る
も
の
の
、
以
後
は
『
日
本
書
紀
』
に
太
子
に
関
す
る
記
録
が
き
わ
め
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
馬
子
と
対
立
し
た
と
か
、
仏
教
に
打

ち
込
ん
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
太
子
周
辺
の
近
親
結
婚
の
多
さ
だ
。
欽
明
天
皇
が
蘇
我
稻
目
の

娘
た
ち
と
結
婚
し
て
以
来
、
敏
達
天
皇
を
除
い
て
は
、
そ
の
間
に
で
き
た
皇
子
・
皇
女
が
次
々
に
即
位
し
て
お
り
、
即
位
に
は
欽
明
天
皇
と
蘇

我
氏
の
血
筋
を
引
い
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
太
子
の
父
で
あ
る
用
明
天
皇
と
母
の
間
人
皇
后
は
、
欽
明
天
皇
と

蘇
我
稻
目
の
二
人
の
娘
の
子
同
士
に
よ
る
異
母
兄
妹
婚
で
あ
り
、
用
明
天
皇
の
妹
で
あ
る
推
古
天
皇
も
異
母
兄
で
あ
る
敏
達
天
皇
と
結
婚
。
太

子
は
、
叔
母
で
あ
る
そ
の
推
古
の
娘
、
菟
道
貝
蛸
皇
女
と
従
兄
弟
婚
し
、
お
そ
ら
く
菟
道
貝
蛸
皇
女
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
推
古
の
孫
娘
で
あ

る
橘
大
郎
女
と
結
婚
し
て
お
り
、
大
伯
父
で
あ
る
蘇
我
馬
子
の
娘
で
あ
る
刀
自
古
郎
女
と
結
婚
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
に
よ
れ
ば
、
太
子
の
母
の
間
人
皇
后
は
夫
の
用
明
天
皇
没
後
に
、
用
明
天
皇
と
稻
目
の
娘
の
間
に
生

ま
れ
た
田
目
王
（
義
理
の
息
子
か
つ
甥
）
と
結
婚
し
て
佐
富
女
王
を
生
ん
で
お
り
、
佐
富
女
王
は
、
太
子
と
地
方
の
豪
族
で
あ
る
膳
部
氏
の
膳

菩
岐
岐
美
郎
女
の
間
に
生
ま
れ
た
長
谷
王
と
近
親
結
婚
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
太
子
と
膳
菩
岐
岐
美
郎
女
の
間
に
生
ま
れ
た
舂
米
女
王
は
、
馬

子
の
娘
で
あ
る
刀
自
古
郎
女
と
太
子
の
間
に
生
ま
れ
た
異
母
兄
で
あ
る
山
背
大
兄
王
と
結
婚
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
太
子
は
父
母
と
も
蘇
我
系

で
あ
り
、
太
子
自
身
も
天
皇
の
皇
女
な
ら
び
に
蘇
我
馬
子
の
娘
と
結
婚
し
て
い
る
が
、
自
分
の
子
供
た
ち
は
天
皇
や
蘇
我
氏
の
子
女
と
結
婚
さ

せ
て
お
ら
ず
、
太
子
の
家
系
内
で
結
婚
が
完
結
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
欽
明
天
皇
の
血
筋
と
蘇
我
稻
目
の
血
筋
を
引
く
人
物
が
即
位
し
て

き
た
こ
れ
ま
で
の
伝
統
を
破
る
も
の
で
あ
り
、
蘇
我
氏
が
警
戒
し
て
も
無
理
は
な
い
。
蘇
我
氏
の
血
を
引
く
山
背
大
兄
が
、
蘇
我
氏
に
よ
っ
て

即
位
を
邪
魔
さ
れ
、
最
後
に
は
殺
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
状
況
が
背
景
と
な
っ
て
い
よ
う）
28
（

。

　

た
だ
、
馬
子
の
弟
と
も
言
わ
れ
る
境
部
摩
理
勢
が
山
背
大
兄
を
熱
心
に
支
援
し
、
氏
の
長
と
し
て
大
臣
と
な
っ
た
蘇
我
蝦
夷
の
軍
勢
に
よ
っ

て
殺
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
山
背
大
兄
が
摩
理
勢
の
娘
を
妃
の
一
人
と
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
後
継
を
め
ぐ
る

物
部
氏
と
蘇
我
氏
の
抗
争
の
中
で
浮
上
し
た
上
宮
王
家
は
、
今
度
は
強
大
に
な
り
す
ぎ
た
蘇
我
氏
内
部
の
抗
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
見
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
に
見
え
る
膳
菩
岐
岐
美
郎
女
に
対
す
る
橘
大
郎
女
の
強
烈
な
嫉
妬
を
見
る

と
、
太
子
の
複
数
の
妃
た
ち
の
間
が
う
ま
く
い
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
疑
念
も
湧
く
。
ま
た
、
長
子
の
山
背
大
兄
に
つ
い
て
、『
上
宮
法

王
帝
説
』
の
註
で
は
、
賢
い
心
が
あ
っ
て
人
民
を
思
い
や
っ
た
と
述
べ
、「
後
人
与
父
聖
王
相
濫
非
也
」
と
し
て
お
り
、
後
の
人
が
太
子
と
山
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背
大
兄
の
事
績
を
混
同
し
て
い
る
の
は
誤
り
だ
の
意
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
聖
王
で
あ
っ
た
太
子
と
違
う
と
い
う
評
判
が
あ
っ
た
こ
と
を

否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
山
背
大
兄
は
天
皇
に
な
り
た
く
て
強
引
に
運
動
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
編
者
の
潤
色
で
あ
る
と
し
て
も
、
太
子
が
圧
倒
的
な
存
在
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
山
背
大
兄
に
は
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も

不
思
議
は
な
く
、
そ
れ
は
太
子
の
生
前
か
ら
の
悩
み
の
種
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
晩
年
の
太
子
に
と
っ
て
は
、
政
治
面
も
家
庭
面
も
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
は
、
そ

う
し
た
状
況
で
つ
ぶ
や
か
れ
た
言
葉
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

【
付
記
】 

本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
に
早
稲
田
大
学
で
開
催
さ
れ
た
早
稲
田
大
学
多
元
文
化
学
会
の
「
春
期
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
聖
徳
太
子
の

実
像
と
伝
承
」」
に
お
け
る
発
表
を
全
面
的
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
運
営
し
て
い
る
「
聖
徳
太
子
研
究
の
最
前
線
」
ブ

ロ
グ
（http://blog.goo.ne.jp/kosei-gooblog/

）
で
よ
り
詳
し
く
論
じ
て
い
る
問
題
も
あ
る
た
め
、
ブ
ロ
グ
の
関
連
記
事
も
参
照
し

て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

158

［
注
］

（
１
） 

石
井
公
成
「
親
鸞
を
讃
仰
し
た
超
国
家
主
義
者
た
ち
（
１
） 

│ 

原
理

日
本
社
の
三
井
甲
之
の
思
想
│
」（『
駒
澤
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
第
八

号
、
二
〇
〇
二
年
十
月
）

（
２
） 

福
井
の
影
響
力
は
大
き
く
、
一
時
期
は
、
東
洋
哲
学
科
の
専
任
教
員

七
人
の
う
ち
四
人
ま
で
が
天
台
宗
の
僧
で
占
め
ら
れ
、「
天
台
宗
早
稲
田

出
張
所
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
、
天
台
宗
の
教
員
と
他
宗
所
属

の
院
生
や
寺
と
無
関
係
な
院
生
が
時
に
衝
突
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
３
） 

井
上
光
貞
は
「
三
経
義
疏
雑
感
」（『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所

紀
要
』
第
二
十
九
号
、
一
九
七
二
年
三
月
）
な
ど
に
お
い
て
、
三
経
義

疏
は
太
子
個
人
の
作
で
は
な
く
、
聖
徳
太
子
学
団
の
著
作
と
説
い
た
が
、

そ
れ
を
意
識
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
福
井
は
筆
者
も
参
加
し
た

一
九
七
〇
年
代
末
の
大
法
輪
石
原
育
英
会
の
奨
学
生
向
け
の
講
演
会
で
、

三
経
義
疏
は
「
法
身
と
し
て
の
聖
徳
太
子
」
が
書
い
た
も
の
と
受
け
止

め
れ
ば
良
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。

（
４
） 

論
文
を
発
表
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
へ
の
発
信
手
段
と
し
て
「
聖

徳
太
子
研
究
の
最
前
線
」
ブ
ロ
グ
も
始
め
、
関
連
す
る
研
究
書
や
論
文

を
紹
介
す
る
な
ど
、
学
界
の
最
新
の
状
況
を
知
ら
せ
る
よ
う
努
め
て
い

る
。

（
５
） 
石
井
公
成
「
聖
徳
太
子
は
「
海
東
の
菩
薩
天
子
」
た
ら
ん
と
し
た
か
：

「
憲
法
十
七
条
」
と
『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
共
通
部
分
を
手
が
か
り
と
し
て
」

（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
五
十
二
号
、
二
〇
二
一
年
十
月
）。
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（
６
） 

石
井
公
成
「
聖
徳
太
子
と
い
か
に
向
き
合
う
か
」（『
教
化
研
究
』
第

一
六
六
号
、
二
〇
二
〇
年
七
月
）

（
７
） 
家
永
三
郎
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
の
研
究
（
増
訂
版
）』（
三
省
堂
、

一
九
七
六
年
）
九
二

－

九
六
頁
。

（
８
） 

古
江
亮
仁
「
豊
聡
耳
命
の
御
名
由
来
譚
に
つ
い
て
」（『
仏
教
史
研
究
』

第
一
号
、
一
九
四
九
年
九
月
）。

（
９
） 

平
塚
徹
「
日
本
で
は
イ
エ
ス
が
馬
小
屋
で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る

の
は
な
ぜ
か
」（『
京
都
産
業
大
学
論
集
：
人
文
科
学
系
列
』
五
十
一
号
、

二
〇
一
八
年
三
月
。
久
米
が
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
強
調
し
た
背
景
に

つ
い
て
は
、
西
田
み
ど
り
「
久
米
邦
武
の
聖
徳
太
子
研
究
」（『
宗
教
研

究
』
第
八
十
八
号
、
二
〇
一
五
年
）。

（
10
） 

新
川
登
亀
男
『
聖
徳
太
子
の
歴
史
学
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）

十
九

－

二
十
頁
。

（
11
） 

東
野
治
之
『
日
本
古
代
金
石
文
の
研
究
』「
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像

の
光
背
銘
」（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
12
） 

瀬
間
正
之
「
百
済
弥
勒
寺
「
金
製
舎
利
奉
安
記
」（
青
木
周
平
先
生
追

悼
論
文
集
刊
行
会
編
『
青
木
周
平
先
生
追
悼
古
代
文
芸
論
叢
』、
お
う
ふ

う
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
13
） 

こ
の
碑
文
を
含
む
『
伊
予
国
風
土
記
』
佚
文
で
は
、
湯
岡
に
来
訪
し

た
貴
人
を
列
挙
す
る
際
、「
高
麗
恵
慈
僧
」
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
碑
本

文
に
「
恵
忩
」
と
あ
る
の
を
「
恵
慈
」
に
訂
正
す
る
の
が
通
例
に
な
っ

て
い
る
が
、
本
文
の
記
載
を
尊
重
し
、
百
済
の
恵
聡
と
見
る
べ
き
だ
。

（
14
） 

中
西
進
「
素
王
・
聖
徳
太
子
」（
梅
原
猛
・
上
田
正
昭
・
黒
岩
重
吾
他

『
聖
徳
太
子
の
実
像
と
幻
像
』、
大
和
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
二
五
五
頁
。

（
15
） 

石
井
、
前
掲
注
3
論
文
参
照
。

（
16
） 

石
井
公
成
「「
憲
法
十
七
条
」
が
想
定
し
て
い
る
争
乱
」（『
印
度
学
仏

教
学
研
究
』
第
四
十
一
巻
第
一
号
、
一
九
九
二
年
十
二
月
）。

（
17
） 

山
下
洋
平
「
七
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
中
国
思
想
の
受
容
と
『
管

子
』│
憲
法
十
七
条
・
時
令
思
想
・
鍾
匱
の
制
を
中
心
に
│
」（『
九
州
史

学
』
第
一
七
二
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。

（
18
） 

井
上
亘
『
偽
り
の
日
本
古
代
史
』「
第
１
章　

十
七
条
憲
法
と
聖
徳
太

子
」（
同
成
社
、
二
〇
一
四
年
）。

（
19
） 

最
澄
の
菩
薩
戒
重
視
は
こ
の
姿
勢
を
受
け
継
い
で
い
る
。
最
澄
が
聖

徳
太
子
を
尊
崇
し
て
い
た
の
は
当
然
だ
。
た
だ
、
最
澄
は
三
経
義
疏
な

ど
の
影
響
は
受
け
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

（
20
） 

四
天
王
寺
の
施
薬
院
・
療
病
院
・
悲
田
院
は
奈
良
時
代
の
創
設
と
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、『
優
婆
塞
戒
経
』
は
功
徳
田
・
貧
窮
田
な
ど
を
説
い

て
い
る
た
め
、
実
際
の
創
設
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
に
し
て
も
、
太
子

の
『
優
婆
塞
戒
経
』
尊
重
が
そ
う
し
た
事
業
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

（
21
） 

た
と
え
ば
、
花
山
信
勝
『
聖
徳
太
子
御
製　

法
華
義
疏
の
研
究
』（
山

喜
房
仏
書
林
、
一
九
三
三
年
）、
金
治
勇
『
上
宮
王
撰　

三
経
義
疏
の
諸

問
題
』（
法
藏
館
、
一
九
八
五
年
）
な
ど
。

（
22
） 

小
島
憲
之
『
万
葉
集
以
前
│
上
代
人
の
表
現
│
』「
太
子
聖
徳
の
文

章
」、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）
三
〇
頁
。

（
23
） 

諸
本
は
す
べ
て
「
過
」
だ
が
、
四
天
王
寺
勧
学
院
編
『
四
天
王
寺
会

本　

維
摩
経
義
疏　

坤
』（
四
天
王
寺
、
一
九
七
八
年
、
三
九
頁
）
は

「
科
」
に
訂
正
し
て
い
る
。
三
経
義
疏
に
多
い
誤
字
の
一
例
だ
ろ
う
。

（
24
） 

三
経
義
疏
は
、
思
い
を
示
す
語
と
し
て
「
懐
」
を
多
用
し
て
い
る
。

『
勝
鬘
経
義
疏
』
三
大
願
章
で
は
、
勝
鬘
夫
人
が
願
を
立
て
た
こ
と
に
つ
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い
て
、「
大
士
の
懐
を
立
つ
る
は
、
但
だ
自
ら
の
為
に
非
ず
、
必
ず
先
ず

物
の
為
な
る
を
明
か
す
（
明
大
士
立
懐
、
非
但
自
為
、
必
先
為
物
」（
同
・

四
下
）
と
述
べ
て
お
り
、
決
意
を
固
め
る
こ
と
を
「
立
懐
」
と
し
て
い

る
が
、
こ
う
し
た
場
合
、「
立
志
」「
固
志
」
な
ど
が
普
通
で
あ
っ
て
、

「
立
懐
」
は
お
か
し
い
。
ま
た
、「
非
但
自
為
」
も
普
通
の
漢
文
で
あ
れ

ば
「
非
但
為
己
」
な
ど
の
形
に
な
る
は
ず
で
あ
り
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
と

七
割
ほ
ど
が
一
致
す
る
敦
煌
写
本
（
奈
九
三
）
で
は
、「
願
為
物
也
」
と

し
て
い
る
。

（
25
） 

花
山
信
勝
校
訳
『
勝
鬘
経
義
疏
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
）
二

五
九
〜
二
六
〇
頁
。

（
26
） 

金
治
前
掲
18
注
、
二
三
〇
頁
。

（
27
） 

北
康
宏
『
日
本
古
代
君
主
制
成
立
史
の
研
究
』「
附
論
三　

天
寿
国
繍

帳
銘
文
再
読
」（
塙
書
房
、
二
〇
一
七
年
）。

（
28
） 

石
井
「
聖
徳
太
子
と
そ
の
周
辺
の
人
々
〜
近
親
結
婚
の
背
景
〜
」（『
浅

草
寺　

仏
教
文
化
講
座
』
第
六
十
六
集
、
二
〇
二
二
年
八
月
）。
な
お
、

森
公
章
「
５　

推
古
朝
と
聖
徳
太
子
」（
新
古
代
史
の
会
編
『
テ
ー
マ
で

学
ぶ
日
本
古
代
史　

政
治
・
外
交
編
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）

は
、
厩
戸
は
皇
位
継
承
候
補
者
の
た
め
に
創
設
さ
れ
た
壬
生
部
を
与
え

ら
れ
て
い
た
う
え
、
こ
の
時
期
の
王
族
で
は
、
厩
戸
の
系
統
だ
け
部
民

制
的
な
名
を
持
つ
皇
子
女
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
、
こ
れ
は

上
宮
王
家
に
王
族
内
の
財
力
・
権
力
を
集
中
す
る
意
図
が
あ
る
の
で
あ
っ

て
、「
厩
戸
の
意
外
な
し
た
た
か
さ
が
か
い
ま
み
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
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Various Aspects of Prince Shōtoku Emerging from 
Documents and Epigraphs

ISHII Kosei

Prince Shōtoku （Shōtoku Taishi） is ancient Japan’s most famous historical 
character. Most of us believe that Seventeen-article Constitution （or national 
policy） and the Sangyō-gisho （interpretation of a Buddhist sutra） were his 
works. But some scholars doubt it, and Waseda is the center for this research. 
Although the author was educated at Waseda university as a student, I do not 
doubt that those works belonged to him. This paper clarifies the various images 
of Prince Shōtoku that emerges from ancient documents and epigraphs.

Since Prince Shōtoku is said to have been born in front of the “horse barn” 
of the government office in the palace, it is often said that he is similar to Christ. 
If it was a barn at the palace, however, it was a place to keep good quality horses 
donated from abroad, and today it would be like the royal garage of Rolls, where 
excellent engineers are sent from England.

In terms of the name of Prince Shōtoku, “Dharma Prince” is essential. This 
means a prince who is good at giving lectures on Buddhist scriptures. The same 
is true for “Dharma King,” but in this case, the image of Sakyamuni as the king 
of Buddhist teachings is also superimposed.

In the Shōman-gisho explained that Lady Shōman said, “I am an ignorant 
woman, but I am still one of the best people in the world,” which indicates 
that the author is trying to portray Lady Shōman as a woman who combines 
humility and confidence. This applies to Prince Shōtoku himself. He is seen to 
be humble, saying such wordings as, “My foolish mind cannot understand it,”, 
and at the same time, he is seen to be confident in his interpretation, saying, 
“This interpretation is wrong,” or complaining, “This is not so bad, but...” This 

suggests that he was confident in his interpretation.
An emperor in the time of Prince Shōtoku had to have both the blood of an 

emperor and the blood of the Soga clan. Prince Shōtoku was such a person on 
both his father’s and mother’s sides. Still, the children of Prince Shōtoku, who 
was a quasi-emperor, married within the Taishi lineage and were not allowed to 
marry the Soga clan, which may have brought about the later conflict with the 
Soga clan. In addition, Prince Shōtoku married the granddaughter of Emperor 
Suiko, who was highly jealous of and opposed to the Taishi’s other wives. 
Perhaps it was because of these problems that Prince Shōtoku mused, “The 
world is vain. Only the Buddha is true.”


